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序文 

本書は、アジア太平洋地域の「人間と生物圏」（MAB）国内委員会及びユネスコエコパークから、

アジア太平洋でユネスコエコパークの概念を実行に移し、特に国連持続可能な開発目標（SDGs）

を実現するための指導を求められたことを受けて、ユネスコ・ジャカルタ事務所が作成したもの

の一環を成します。 

 

その際、3 つの最優先分野が指定されました：持続可能性の実践の場としてユネスコエコパーク

を管理するための指導；エコラベル・プログラム、特にユネスコエコパークをエコツーリズムの

観光地とする認証制度を開発するための指導；ユネスコエコパークの法的地位、特にそのゾーニ

ングに関する指導。 

 

本書「アジア太平洋地域のユネスコエコパークでエコラベルを活用するための優良事例」は、地

域のユネスコエコパークのステークホルダーや専門家と全面的な協議を行い作成されました。

上記の 3 つの最優先分野それぞれに対応する文書が発表され、本書はその 3 つのうちの一つで

す。それぞれの文書は実際に重要な場所で、つまり地域のユネスコエコパーク内で読んでもらえ

るよう、対象者、つまりユネスコエコパークの管理者、地域コミュニティ、企業やその他のステ

ークホルダーに読んでもらえるよう、短く、簡潔に書かれています。 

 

3 つの文書は、ユネスコエコパークのためのテクニカル・ガイドラインを地域内外のユネスコエ

コパークの実例や指導を基に作成する継続的なプロセスを補うものです。アジア太平洋地域で

の活用を想定して作成されたものではありますが、世界中の「人間と生物圏」(MAB)やユネスコ

エコパークコミュニティにとっても参考になるものであると確信しています。 

 

3 つのガイドラインは、「アジア太平洋の持続可能性のための多様なグローバル環境で相互連結

するユネスコエコパーク」（Biosphere Reserves Interconnected in Diverse Global Environments 

for Sustainability in Asia and the Pacific - BRIDGES）プロジェクトへの日本政府信託基金による

支援で作成され、ユネスコの自然科学プログラムへの地域の取り組みに対する過去 20 年間にわ



 

 

たる日本政府の継続的な強固かつ貴重な支援の証でもあります。 

 

本書をさらに良いものにするために皆様のご意見やご提案もぜひお寄せください。これにより、

今後、内容をさらに進化、充実させ、地域の「人間と生物圏」(MAB)にとってさらに役立つもの

にすることができます。ユネスコエコパークの概念そのものと同様に、本書は対象となるコミュ

ニティによって、常に進化し、形作られる対話の一環という位置づけで提供します。 

 

Shahbaz Khan 

ユネスコ・ジャカルタ事務所 所長・代表 

2019 年 3 月 
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1.0 はじめに 

本書は、ユネスコエコパーク管理のためのエコラベル認証制度とエコツーリズムの優良事例を

紹介するものです。本書は日本政府信託基金（JFIT）の支援で、ユネスコ・ジャカルタ事務所が

作成しました。ここに記されている優良事例は、2014 年 12 月にカンボジアで開催された第 8

回東南アジア生物圏保存地域ネットワーク（SeaBRnet）会議及び第 2 回アジア太平洋地域生物

圏保存地域ネットワーク（APBRN）戦略会議からの推薦を受けて作成されたものです。 

 

本書は、アジア太平洋地域における持続可能性及び持続可能な経済的、社会的発展を目指してい

ます。このためにグリーン経済を促進するツールとしてのユネスコエコパークの役割を強化で

きるよう、当ガイドラインはサステナビリティ・サイエンスを活用して開発されました。 

 

本書は、エコラベル認証制度のある特定の使い方を提唱するものではありません。アジア太平洋

のユネスコエコパークとそのそれぞれのステークホルダーやネットワークにとって協議や検討

の基礎となるよう、世界中のユネスコエコパークで実践された様々な異なる方法を提示してい

ます。 

 

1.1 背景 

世界規模で生物多様性が失われている主な原因の中に、人間による開発と持続不可能な消費や

生産パターンによる生息場所の損失や分断化が挙げられます（UNESCO, 2017a）。この問題を

受けて、「人間と生物圏」（MAB）計画のビジョンを「人々がその共通の未来と、地球との相互作

用を意識し、生物圏内で調和して繁栄する社会を作り上げるため、共同で、責任をもって行動す

る世界」としています。現在の MAB 戦略 2015-2025 には以下の戦略行動分野が示されていま

す。 

a. 有効に機能する持続可能な開発モデルで構成される生物圏保存地域世界ネットワーク

（WNBR) 

b. MAB 計画及び生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）内における包括的でダイナミ

ックな結果重視の協働及びネットワーク形成 

c. MAB 計画及び生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）のための効果的な外部との連

携及び十分かつ持続可能な資金調達 

d. 総合的で最新かつ開かれた透明性の高いコミュニケーションや情報及びデータの共有 



 

 

e. MAB 計画及び生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）の、またその内部における効

果的なガバナンス 

（出典：UNESCO, 2017a） 

 

リマ行動計画（2016-2025）は、MAB 戦略 2015-2025 を効果的に実施できるよう、ユネスコの

MAB 計画とその生物圏保存地域世界ネットワーク(WNBR)を指導するために作成されました。 

生物圏と調和を保ち繁栄する社会が国連持続可能な開発目標（SDGs）の実現のために必要であ

るということと、ユネスコエコパーク内外で持続可能な開発目標のための 2030 年アジェンダの

効果的な実行が必要であるということをリマ行動計画では強調しています。ユネスコエコパー

ク内で開発された持続可能性のモデルを世界に発信することがこの実現につながります

（UNESCO, 2017a）。 

 

リマ行動計画では、エコラベル認証制度を「ユネスコエコパーク内のグリーン・持続可能・社会

経済的なイニシアチブを発信するためのアウトプット」と説明し、戦略的行動分野 A1：「ユネス

コエコパークを持続可能な開発目標（SDGs）と多国間環境協定（MEAs）の実施に寄与するモ

デルとして認識する」に貢献できるとしています（UNESCO, 2017a）。エコラベルとは「機能的

に、または競合的に同類の商品に比べて環境への負荷が少ないものに与えられる認証」と定義す

ることができます（Salzman, 1991）。 

 

世界的に通用するユネスコエコパークのロゴまたはブランドを確立するための動き（戦略的行

動分野 C7.1, C7.2, C8.1）の一環として、MAB 計画事務局は、地域及び国レベルでのユネスコ

エコパークのロゴの作成状況に関する情報を把握し、市場に出回っている商品、製品、サービス

におけるロゴを活用したラベル表示システムの進捗を評価するためのアンケートを実施しまし

た（UNESCO, 2018）。アンケート調査には生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）より合

計 261 のユネスコエコパークが参加しました。回答の 53％はヨーロッパと北米、16％はアジア

太平洋、15％はラテンアメリカとカリブ、10％はアフリカ、6％はアラブ諸国からのものでした。

アンケートの結果、生物圏保存地域世界ネットワーク（WNBR）に参加しているユネスコエコパ

ークが共通のビジョンを共有しながら、それぞれの主な特徴をロゴのデザインに反映できるよ

う、柔軟なブランド戦略が必要だということが判明しました。ロゴデザインのためのシンプルな

ガイドラインは、一体感を育むと同時に、個々のブランドの信憑性を高め、マーケティングの予

算が限られているユネスコエコパークの広報費用を軽減することができます。ロゴは、生物圏保

存地域世界ネットワーク（WNBR）のさまざまなステークホルダーとの協働において、管理チー



 

 

ムや地元コミュニティと共にそれぞれのユネスコエコパークの広報のために活用できます。 

 

エコラベルの重要性が認識されたことにより、市場に出ている認証数が急増しました。しかしこ

れによって、自己認証と第三者認証の見分け方について消費者の間で混乱が生じました

（Poncibo, 2007, OECD, 2008）。エコラベルに関する規制不足と消費者の認識が限られていた

ことが主な原因です。これを受けて、ユネスコエコパーク関連のエコラベルは消費者の混乱を招

かないような明確なイメージになるよう、十分な検討がなされた上で策定されることが重要で

す。 

  

本書は、ユネスコ・ジャカルタ事務所によって作成され、社会、経済、政治的展望が非常に多様

であるアジア太平洋地域のユネスコエコパークにおけるエコラベル認証制度を確立しょうとす

るユネスコエコパークの管理者を支援することを目的としています。アジア太平洋地域の次の

24 か国に 147 箇所のユネスコエコパークが存在しています：オーストラリア、カンボジア、中

国、インド、インドネシア、イラン・イスラム共和国、日本、カザフスタン、朝鮮民主主義人民

共和国（DPRK）、韓国、キルギス、マレーシア、モルディブ、ミクロネシア連邦、モンゴル、ミ

ャンマー、パキスタン、パラオ 、フィリピン、スリランカ、タイ、トルクメニスタン、ウズベ

キスタン、ベトナム（UNESCO MAB, 2017c）。アジア太平洋のユネスコエコパークは、それぞ

れの管理に充てられる資源や能力が異なります。地域のそのような状況の違いを調整するため、

MAB 計画の管轄下に 4 つの小地域ユネスコエコパークネットワークが設けられました。 

• 中国、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）、日本、モンゴル、韓国、ロシア連邦で

構成される東アジア生物圏保存地域ネットワーク（EABRN） 

• 6 つの太平洋諸国（ミクロネシア連邦、キリバス、パラオ、パプアニューギニア、

サモア、トンガ）で構成される太平洋人間と生物圏ネットワーク（PacMAB） 

• アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、カザフスタン、

モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカで構成される南アジア・中央ア

ジア人間と生物圏ネットワーク（SACAM） 

• 東南アジアの 9 か国（カンボジア、ラオス、インドネシア、マレーシア、ミャン

マー、フィリピン、タイ、東ティモール、ベトナム）で構成される東南アジア生

物圏保存地域ネットワーク(SeaBRnet） 

 

アジア太平洋のユネスコエコパークは、一般の人々には比較的知られておらず、あまり宣伝され

ることもありません。ユネスコエコパーク内もしくは近くに住んでいるコミュニティでもその



 

 

存在を知らない人がいます（UNESCO Office Jakarta, 2010）。これはアジア太平洋地域のユネス

コエコパークをより顕著にする必要性があることを示しています。エコラベルやエコツーリズ

ムを活用することで認知度を上げることができます。東南アジア小地域の多くの国でエコツー

リズムは実践されていますが、国によってエコラベルはまだ新しい概念であり、認証制度の実施

に注力するためにはさらに努力が必要です（UNESCO Office Jakarta, 2015）。 

 

本書に示すガイドラインは、確立された実践例や国際的なエコラベル及び認証制度を参考にし

て、ユネスコエコパークの管理者や他の使用者が自身のニーズに最適なエコラベル認証制度が

どのようなものか判断できるよう、幅広いエンゲージメントの方法を提示しています。 

 

実際には、現在、既存のエコラベルの多くは観光業と関連しています。まさにエコツーリズムの

成長と並行してツーリズム関連のエコラベルも増えました。しかしエコツーリズムが増えたこ

とによって認証が増えたのか、逆に認証ができたからエコツーリズムも盛んになったのか、その

因果関係を定めるのは難しいことです（Piper and Yeo, 2011）。何といってもエコツーリズムは

エコ商品やサービスへの関心が高い消費者を寄せ付けるので、グリーン商品の需要と供給のバ

ランスを取りたい場合には、エコラベルとエコツーリズムは強い相関関係にあります。したがっ

て、エコラベルを開発する際には、ユネスコエコパークの管理者はエコツーリズム関連の商品を

含めて、それぞれのユネスコエコパーク内に存在する全ての関連製品やサービスを検討すべき

です。 

  

1.2 ユネスコエコパークの認証策定において留意すべき点 

それぞれのユネスコエコパークのステークホルダーが、自身のユネスコエコパークに最適な認

証制度を選ぶための指導を当優良事例で示しています。生態系の多様性、社会的・文化的習慣、

対象市場の特徴や地元のガバナンス制度などといった各ユネスコエコパークの主な特徴を踏ま

えて、地域の特殊性に合わせてユネスコエコパークの管理も適合させる必要があります。 

 

どの認証制度が最適なのか判断する際、ユネスコエコパークの管理者は能力の自己評価をし、主

要な目的を定めなければいけません。はじめに、数年間先までの認証制度の維持能力とモニタリ

ング能力の自己評価をします。実現可能な規模の適切な認証制度を設定するために、最初からユ

ネスコエコパークの管理者または運営組織の限界を把握することが非常に重要です。 

 



 

 

ユネスコエコパーク関連のエコラベル開発の最初の段階では、エコラベルに対するそれぞれの

関心の対象を知り、長期的な支援を得るために、全てのユネスコエコパークステークホルダーの

参加が不可欠です。どの認証制度が最適か判断する際には、中長期的なラベルの検証とモニタリ

ングを継続するためのユネスコエコパークの能力も考慮する必要があります。必要な能力を持

った当局が存在しないと判明した場合は、新しい機関か協会を立ち上げた方が効果的かどうか、

話し合う必要があります。 

 

それぞれのユネスコエコパーク内では幅広い製品やサービスが提供されています。ユネスコエ

コパークの経済的、環境的、社会的な持続可能性を保証するためには、異なる種類のものにそれ

ぞれに特有の基準や規格が設定される必要があります。したがって、ユネスコエコパークの管理

者はそれぞれの能力と、持続可能性の分野で目指していることに応じて、具体的にどのような製

品やサービスがエコラベル制度の対象となるのかを慎重に決定していかなければいけません。 

 

製品やサービスの種類が決定した段階で、製造や流通チェーンを途絶させることなくエコラベ

ル基準が適用できるよう、各商品のライフサイクルを見直す必要があります。例えば、ある商品

に使われている一つの部品がユネスコエコパーク外から調達されなければいけない場合、地元

の原材料の最低使用率を設定する必要があるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：エコラベルの認証策定において留意すべき点 

 

もう一つ重要な考慮されるべき事柄は、製品やサービスのターゲット市場です。現在の既存市場

及び潜在的な新市場を確認することによって、生産者や事業主は市場の嗜好情報を明確にし、狙



 

 

っているターゲットグループに届けるためにはどのような基準を適用するべきかを知ることが

できます。例えば、ある生産者が多国籍企業をターゲット市場にしている場合、国際基準の認証

がその生産者にとっては一番適切かもしれません。 

 

ユネスコエコパーク関連のエコラベル制度は、そのユネスコエコパークの場所に適用されてい

る既存の国内規制や政策を考慮することが理想的です。エコラベルの基準は、ユネスコエコパー

クの持続可能性を保証するための新たな追加基準を適用しながら、国内の品質基準や既存の認

証制度を採用することができます。 

 

どの制度が最も適切か判断する前に、ユネスコエコパークのステークホルダーは、それぞれの制

度の利点と課題を理解すると同時に、制度をフルに活用するための自らの能力についても知る

必要があります。表 1 に利点や課題のいくつかの例を示しています（19 ページ参照）。 

 

Gallarraga Gallastegui（2002）によると、エコラベルの策定において、次の点を踏まえる必要が

あります：（i）必要とされる環境基準のタイプ（高・中・低）；（ii）最も適切な融資制度；（iii）消

費者の反応；（iv）ラベルのついていない商品の価格や需要への影響（類似商品の価格や需要及

び市場占有率への影響）。 

 

図 1 では、ユネスコエコパークのエコラベル制度を開発する際の主要な留意点をまとめていま

す。これらの留意点はユネスコエコパークの能力と地域性を考慮した上で、どの認証制度が最も

適切かを判断する際にも同じように重要です。 

 

以下の質問（図 2）に答えることによって、ユネスコエコパークの管理者は自身が思い描いてい

る制度と実際の能力との間のギャップを確認することができます。 

 

実際問題として、ユネスコエコパークの認証を策定し適用する前にユネスコエコパークの管理

者が予想すべき課題は多くあります。囲み 1 の中にタナ湖ユネスコエコパークからの教訓が記

されています。この事例はユネスコエコパークのエコラベル制度を開発する際の規制的支援の

重要性を示しています。 

 

 

 



 

 

囲み 1：タナ湖ユネスコエコパークでの認証策定における課題 

 

タナ湖ユネスコエコパーク（LTBR）、エチオピア 

http://www.laketana-biosphere.com/ 

タナ湖は観光地として知られるようになった農業産地です。そこには約

250 万の人が暮らしていますが、多くの地元住民はタナ湖地域内にユネス

コエコパークがあることを知りません。このような可能性や課題を鑑み

て、ドイツの環境保全のための非政府組織 NABU（Naturschutzbund 

Deutschland）が LTBR の包括的認証を策定し、実施するための幅広い調査

を行いました。 

LTBR 向けに提案された認証制度は、認証機関と会員制度を含めた包括的

な計画です（Worku and Gebey, 2016 参照）。この包括的な認証は、一体感

を作り出し、地域の商品の付加価値を生み出すことを目的とし、また、環

境に優しい形で製品・サービスの質向上を図っている生産者やサービス提

供者が活用できる広報のツールになることを目指しています。しかし、ユネスコエコパーク

の管理者や地元の企業からは高く評価されたにも関わらず、規制や政策の限界や制約が原因

で、認証制度は未だ実施されていません。現政府の政策では、生産者やサービス提供者は商標

やラベルを一つの特定の事業のためのみにしか登録できません。これにより、ユネスコエコ

パークが提案している包括的な認証は、複数のビジネスのいくつもの製品やサービスに適用

できることから、法的には実施が不可能です。さらに、新しいエコラベルのための申請は、ユ

ネスコエコパークの管理者や、非政府組織（NGO）を含めた他の機関はできないようになっ

ています。当制度を実施するためには国の法律を変える必要があり、それには多くの時間と

資源が必要です。 

 

現段階では、10 の協同組合や生産者グループが認証制度への参加を希望しています。一つの

生産者グループは、基準等は設けられていませんが、すでに商品に、タナ湖ユネスコエコパー

クのものだと分かるような文章表記を加えています。 

 

認証ラベルの付いた商品のターゲット市場を特定することも重要です。タナ湖ユネスコエコ

パークの場合、地元住民は地域の製品に対するプライドはありますが、購買力は弱いです。し

たがって NABU の調査では、ユネスコエコパークの管理者がマーケティングをする際には、

観光客をターゲットにすることが推奨されました。 

http://www.laketana-biosphere.com/


 

 

LTBR での経験は、ユネスコエコパークの認証制度を開発するための重要な教訓です。 

まず初めに、全ての生産者が基準の制定や制度の実施に参加できるよう整えられた構造を作

ることが不可欠です。他には、エコな製品やサービスのために追加代金を支払う意志と資力

のあるお客様を特定することも重要です。最後に、エコラベル制度の確立を成功へ導くため

には規制による支援が必須となります。 

出典：Ronja Krebs 氏とのインタビュー（2018 年 1 月 24 日） 

 

 

図 2：ユネスコエコパークのエコラベルに「Why」「What」「Who」「Where」「How」の原則を当てはめる 

 

2.0 ユネスコエコパークでエコラベルを活用することの利点 

持続可能な開発のための国連のアクションプラン、アジェンダ 21では、エコラベルとは省資源、

省エネ商品を買うことによってより持続可能な消費パターンを採用するよう消費者を促す手段

とされています。この発想では、消費者がものを買う際に、より環境に優しい商品を選ぶことで

より持続可能な消費につながり環境の持続可能性を支えています（Horne, 2009）。また、商品や

サービスの先にも目を向けるようになることで、消費者は、商品のライフサイクルやサービス運



 

 

用についてもより意識が高まり、自身の消費生活における選択が環境を害しているかどうかに

ついて自問するようになります。 

 

36 のさまざまな認証制度を見直した Horne (2009）は、エコラベルを使うことによって環境へ

の負の影響を継続的に減らすことができるという結論に至りました1。これを示す一つの例とし

て挙げられるのが、ドイツのブルーエンジェルラベルです。基準を厳しくしたことによって、環

境への負の影響が減りました（二酸化炭素と窒素酸化物の排出量が減少しました）。しかし、こ

のような排出の減少は、並行して進められていた技術的な進歩の影響も受けていた可能性があ

ります（Eberle and Reuter, 2003, OECD 2005）。したがって、正確にはエコラベルは環境への

負荷を減らす役割を担うが、その効果はあまり大きくない可能性があると言えます。 

 

国際持続可能開発研究所（IISD, n.d.）によると、エコラベルは生産者にとっても消費者にとって

も利点があります2。例えば、消費者が十分な情報を得た上で消費行動の選択ができることや、

環境への意識が高い市場の成長や継続的な発展を促すといった利点が挙げられます。さらに、経

済協力開発機構（OECD, 2005）が行った調査では、エコラベルによる生産者と消費者の行動へ

の影響についても調べられました。生産者から、エコラベルは環境に関する水準基標を設定する

際に活用できるコミュニケーションツールとして認識されていました。エコ商品の需要が増え

る中、エコラベルを使うことによって生産者は自らの商品の信憑性を証明することができます。

同時に、エコラベルがあることによって、生産者が商品の改善を行う際に具体的な目標を設定し

やすくなります。消費者の行動に関しては、エコラベルは消費者の環境に対する意識を高める効

果があることが調査で分かりました。消費者はエコラベルが付いている商品のために追加代金

を支払う意思があることを示す他のいくつかの調査も、上記の調査結果を裏付けています。しか

し、「グリーンな商品」を買うことによって環境保護に貢献できるという間違った認識から、時

にはエコラベルは消費量の増加につながるという結論を導いた調査もあるということも特筆す

べきです。環境という点では、エコラベルは拘束力のある新しい規制の作成を容易にする最初の

ステップ的役割を担っています。同時に、環境により優しい行動をとるよう消費者を促し、商品

開発と製造における新しい基準を設定するものでもあります（OECD, 2005）。 

 

また、エコラベルはある商品の生産地を保証すると同時に持続可能な生産を促進することで、地

                                                

1「しかし、彼は削減は重要ではなかったとも述べました。」(Horne, 2009).  

2 Horne, 2009. 



 

 

域経済を支援します3。例えば、ある山岳地帯に住むコミュニティは、農業の豊かな伝統はある

が、経済的には脆弱かもしれません。その山岳地帯の商品を特定の製造元のものとしてラベルに

表記することは、そのコミュニティを支援する重要なマーケティングツールになります4。要す

るにエコラベルの利用は、経済、社会、環境、それぞれの分野で、消費者にとっても生産者にと

ってもさまざまな利点があり、同時にユネスコエコパークの持続可能性を保証するものでもあ

ります。 

 

囲み 2 では、ショルフハイデ＝コリーンユネスコエコパークでエコラベルを使用した際の利点

を記しています。エコラベル制度を実施したことで、特に経済の面で、ユネスコエコパークには

多くのプラスの効果がありました。 

 

囲み 2：ショルフハイデ＝コリーンユネスコエコパークのエコラベル制度の効果 

                                                

3 Kinckel and Renting, 2002; Boesch et al 2008; Ghazoul et al 2009.  

4 FAO, 2009; FAO, 2011. 

 

ショルフハイデ＝コリーンユネスコエコパーク、ドイツ 

http://www.schorfheide-chorin-biosphaerenreservat.de/ 

ドイツのバルニム郡、ウッカーマルク郡、メルキッシュ＝オーダー

ラント郡、オーバーハーフェル郡に及ぶショルフハイデ＝コリーン

ユネスコエコパークは、「Prüfzeichen」という地域ブランドを作りま

した。地域の歴史的な文化を残しながら、より環境に優しい形でユ

ネスコエコパークと関わりを持てるよう、地元の企業やステークホ

ルダーを支援し、参加企業の収入を増やすことを目的にして、認証制度は 1998 年に制定され

ました（UNESCO and National Natural Landscapes, 2007; Blahy and Peil, 2010）。 

ユネスコエコパークが作成した当ロゴは、地元住民に対しても観光客に対しても、地域の製

品やサービスのマーケティングを改良し、地域経済、生態系農業、高品質食品生産者の強化を

目指しました。地域の製品やサービスの品質を保証するため、それぞれの特殊性に合わせて

異なる基準が開発・適用されました。例えば、蜂蜜は薬品成分、殺虫剤、その他添加物が含ま

れていないことが一つの基準となりました。 

 

http://www.schorfheide-chorin-biosphaerenreservat.de/


 

 

「Prüfzeichen」ラベルは、次の産業で使われています：農業、園芸、養蜂、漁業、食料生

産、手工芸品・美術工芸品、美食及び環境に優しい宿泊と持続可能な観光。林産物（国際的

な認証も現在進行中です。）と野生生物関連製品のためのより具体的な基準の整備も進めら

れています。同地域認証は、オーガニック農業の Demeter（デメター）認証や美食の

Viabono（ビアボノ）、森林管理協議会（FSC）などの既存の制度に既に参加している企業も

対象となります。実際には、費用と作業量を減らすため、既存の認証制度とその規制の仕組

みがショルフハイデ＝コリーンユネスコエコパークで使われています。 

 

地域の認証基準はマーケティングの専門家とユネスコエコパークの代表者で構成される専門

家委員会と公認起業家、地域の組合協会と共に開発されました。申請者はエコロジカル協会

や農業協会やその他の産業を含めた独立機関、またはユネスコエコパークの管理部門によっ

て審査されます。基準を満たしている生産者やサービス提供者には、半年ごとに認証が与え

られます。定期的なモニタリングは年に 2 度行われ、認証は年会費を支払うことで延長する

ことができます。年会費の額は事業の収入によって決められています。 

同認証の使用各社は、認証制度の実施による効果を得ています。2009 年に Popp（Blahy & Peil, 

2010 を参照）が実施した調査によると、開始から 11 年経った時点で、認証制度のおかげで

15〜25 件の新しい雇用が地域内で創出されました。地元の製品やサービスのイメージが良く

なるという効果も、調査では多く確認されました。しかし事業の収入には大きな増加は見ら

れませんでした。「Prüfzeichen」ブランドの効果は、ユーロで表すことはできないと述べるシ

ョルフハイデ＝コリーンユネスコエコパークの代表者、Beate Blahy氏の発言も、この調査結

果と同様のことを示しています。しかしながら、認証ラベルの使用各社の大半は、同製品やサ

ービスをより魅力的にターゲット市場に向けて宣伝できるといったプラスの効果を報告して

います。 

観光業界では、観光客は地元のブランドや環境に優しいものを求めることが多々確認されて

います。このようにして「Prüfzeichen」ブランドは、地元の経済活動を支援すると同時に観

光市場に新しい占有区分を作ることにもつながりました。認証の実施における主要な課題は

継続的なモニタリングを実施しながら、地域の製品やサービスに関する消費者からの定期的

なフィードバックを照合するための十分なマンパワーを確保することです。現在の市場のニ

ーズを反映するよう認証の内容を常に更新することも必要です。 

 

出典：Beate Blahy 氏との e メールインタビュー（2018 年 1 月 26 日） 

 



 

 

3.0 ユネスコエコパークでエコラベルを策定する 

3.1 認証の分類とリスク対効果の評価 

エコラベル認証は、一般的に 3 つに分類することができます：ユネスコエコパークデスティネ

ーション認証、ユネスコエコパーク品質認証、専門資格認証（図 3 参照）。 

 

図 3：エコラベル認証制度の種類 

 

どの制度がどのユネスコエコパークに適しているのかは、（i）ユネスコエコパークの能力、（ii）

地理的にそのユネスコエコパーク内で手に入る製品やサービスの種類；（iii）適切な第三者の専

門家による国内外の認証制度の有無、によって決まります。表 1 に記されているように、それぞ

れの種類の制度にはそれぞれの利点と課題があります。 

 

レベル 1 のユネスコエコパークデスティネーション認証は、あるユネスコエコパークの地理的

な境界内、もしくは他の関係機関が定めた別の境界内に位置し、その中で営業している全ての企

業や団体が使用できます。同制度は、主に地理的にユネスコエコパークの中にある製品やサービ

スの販売促進を目的としています。検証やモニタリングを必要としないことから、制度を適用す

るのは容易です。該当する企業や団体は、認証を自由に使うことができ、仮にもし要件が設けら

れた場合でも、それは最低限のものです。認証を使う許可は、比較的容易に得られることから、

宣伝のツールとしての効果が何よりもまず期待できます。しかし、基準や要件がないことから、

当制度は環境的な持続可能性もしくは社会的価値観の向上を必ずしも図ることはできません。 

 

 

 

 



 

 

表 1：認証の分類、利点と課題 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

製品やサービスの認証の分類5 

地理的にユネスコエコパーク

の中、もしくは他の関係機関

が定めた境界内で製造され運

営される全ての製品やサービ

ス。 

地理的にユネスコエコパーク

の中、もしくは他の関係機関

が定めた境界内で製造、運営

され、ユネスコエコパークの

管理者が定めた一定の基準を

満たしている全ての製品やサ

ービス。 

地理的にユネスコエコパー

クの中、もしくは他の関係

機関が定めた境界内で製

造、運営され、ユネスコエ

コパークの管理者が定めた

一定の基準を満たし、国際

的なエコ認証が認める基準

に達している全ての製品や

サービス。専門資格認証を

得た生産者や企業に、ユネ

スコエコパークデスティネ

ーション認証やユネスコエ

コパーク品質認証の使用許

可を与えることも可能。そ

の場合は認証パートナーシ

ップが推奨される。 

利点 

•ユネスコエコパークのイメ

ージとの強い結びつきと、そ

れによる製品やサービスの宣

伝ツールとしての利点。 

•多くの製品やサービスが認

証を使うことができるので、

ロゴが幅広い市場オーディン

エンスに認識される。 

 

•有力な「エコ」のイメージが製

品・サービスと結び付けられ

る。 

•生産者と消費者が製品・サー

ビスに対してプライドを持つ

ことにつながる。 

•継続的な改善やイノベーショ

ンを促す。 

•環境に対する意識を高める。

•ユネスコエコパークのイ

メージとの強い結びつき

と、それによる製品やサー

ビスの宣伝ツールとしての

利点。 

•有力な「エコ」のイメージ

が製品・サービスと結び付

けられる。 

•生産者と消費者が製品・サ

                                                

5 Rhön BR 認証制度から採用及び修正されたもの(Pokorny, 2011). 



 

 

  

 

ービスに対してプライドを

持つ。 

•継続的な改善やイノベー

ションを促す。 

•環境に対する意識を高め

る。 

•品質基準は国内及び国際

市場で広く認識される。 

•より有力なマーケティン

グ・プロモーション戦略に

成り得る。 

•環境への負荷を最小限に

することを強く確約してい

る。 

•認証の専門家による定期

的なモニタリングによって

品質が保証される。 

•製品やサービスの効率を

上げるためのプロフェショ

ナルな支援が提供される。 

•企業や団体が情報共有を

したり話し合ったりするた

めのプラットフォームが提

供される。 

課題 

•企業や団体が認証を正しく

適用しているかどうかを確認

するための品質管理がない。 

•認証の適用によって生み出

される収入はない。 

•認証を適用する生産者やサ

ービス提供者に与えられるス

•生産者やサービス提供者に基

準を満たすための十分な能力

があるかどうかを確認する必

要がある。 

•製品やサービスの品質を保

ち、商品のサイクルが基準を満

たしていることを確認する必

•生産者やサービス提供者

に基準を満たすための十分

な能力があるかどうかを確

認する必要がある。 

•安い商品と比べてグリー

ンな商品についての消費者

の意識を高めなければなら



 

 

テータスは他より低い。 要がある。 

•安い商品と比べてグリーンな

商品についての消費者の意識

を高めなければならない。 

ない。 

•費用、特に会費が高額。 

•小規模生産者にとって、厳

しい要件や測定基準を満た

すことが難しい可能性があ

る。 

ユネスコエコパークデスティネーション認証は、正式な期間を定めなくても利用することがで

きますが、認証を適用する前にユネスコエコパークの管理者からの許可が必要な場合がありま

す。ユネスコエコパークデスティネーション認証は会費がないため、ユネスコエコパークの管理

者はこの種類のエコラベル認証制度から収入を得ることはできません。またユネスコエコパー

クデスティネーション認証を使っていても特定の要件を満たす必要はないので、使用している

ビジネスや団体の間で認証に対するプライドやステータスを確立するには課題が残ります。こ

のことから、同エコラベルと関連しているユネスコエコパークの重要性や価値を広めることが

難しい場合もあります。 

  

囲み 3：ジョージア湾ユネスコエコパークで使われたデスティネーション認証の事例 

 

ジョージア湾ユネスコエコパーク、カナダ 

https://www.gbbr.ca/ 

カナダにあるジョージア湾ユネスコエコパークは、北アメリカの五大

湖最大の諸島で構成され、複数の湾、入江、海峡、島、浅瀬が複雑に

組み合わさり、カナダ楯状地岩盤の横に位置しています。2004 年から

公式の行政当局を持つユネスコエコパークに認定されました（出典: 

UNESCO）。 

 

ジョージア湾ユネスコエコパーク Inc.は、ユネスコエコパーク内の全ての企業や団体が自由

に使用できるブランドです。ロゴは、湾特有のユネスコエコパークのコンセプトを表すよう

にデザインされました。ロゴの使用に関するブランドのガイドラインは、ジョージア湾ユネ

スコエコパークのホームページにて公開されています6。 

 

                                                

6 GBBR, n.d. 

https://www.gbbr.ca/


 

 

認証の 2 つ目の分類はユネスコエコパーク品質認証です。当認証の適用は事前に定められた基

準を満たしている製品やサービスに限られます。したがって、ユネスコエコパーク品質認証は、

購入を検討している消費者に完成品やサービスの製造過程や品質について証明するものです。 

 

当レベル 2 の認証制度が成功するには 3 つの目標をクリアすることが必要です。 

• 消費者にとって分かりやすい情報源であること。 

• イノベーションや、環境に配慮した製品の販売促進により商品関連の環境汚染を

減らすこと。 

• 生産者の認証制度への参加を促すための十分な経済的インセンティブがあるこ

と（Muller, 2002）。 

 

Horne（2009）は、エコラベルの策定において、その信頼性を高め、消費者からの認知度を上げ

るためには、透明性、根拠に基づいた情報、ステークホルダーとの有意義な関わりが重要である

と説明しています。例えば、世界の責任ある森林管理を保証する国際的な認証制度、森林管理協

議会（FSC）の認証は、マルチステークホルダーの環境への参加により高い社会的信用を得てい

ます（UNEP, 2005）。 

 

消費者の環境への関心が低い国では、エコラベルを活用して環境保護のための行動に影響を与

え、促進することができます。ほとんどのエコラベルの基準は、商品の全ライフサイクルを対象

としています。これを織物や布地で例えると、繊維の生産から使われなくなった製品の廃棄まで

を含みます。したがって、ユネスコエコパーク品質認証は、商品とその製造過程が実際は環境保

護にコミットしていない「フリー・ライダー」（必要なコストや労力を負担せず利益だけを得よ

うとする会社等）から本当にイノベーションに取り組んでいる生産者を守ります（SBA, 2006）。 

 

ユネスコエコパーク品質認証の策定にあたり、すべての申請者が満たさなければならない基準

を認定機関が定めなければなりません。このため、基準を定める際はユネスコエコパークの管理

者が地元の地域性を十分に検討することが非常に重要です。もし認定機関が易しすぎる要件を

定めた場合、多くの企業が認証を得ることができますが、環境保護への取り組みは目に見えない

ぐらい小さいものになるでしょう。もし逆に厳しすぎる要件を設定した場合、認証を得た企業は

非常に意味のある環境保護への取り組みをするでしょうが、効果が現れるにはその数は少なす

ぎるかもしれません（Forlin, 2015）。 

 



 

 

このような留意点や課題を考慮すると、エコラベル制度を成功させる最も重要なツールの一つ

は一般市民への啓蒙キャンペーンを行い、消費者の意識向上を図ることです（Charter et al., 

2001）。キャペーンをすることによって情報を拡散し、消費者の環境に対する意識を高めること

で、最終的には環境に優しい商品やサービスの需要が伸びることにつながります。 

最も厳しいユネスコエコパーク関連のエコラベルは、レベル 3 の専門資格認証です。この制度

はユネスコエコパークの品質認証と国際的な専門資格の認定を統合しています。外部の認定機

関が定めるいくつかの基準や要件に従うことによって、認証のついている製品やサービスのラ

イフサイクルの持続可能性が、その機関によって保証されモニタリングされます。 

 

国際貿易の場合、発展途上国の貿易への影響について、Guevara et al.（1997）がいくつかの懸

念点を挙げています。 

i. 発展途上国では、主に国内の利権が商品の選択プロセスを決めていると信じられている

ので、原産国では重要とされていない基準を満たすよう、生産者に要求することになる

かもしれません。 

ii. プロセス全体が透明性に欠けていることが発展途上国では懸念されています。 

iii. 標準化されたプロセスや生産方法（PPM）を使うことによる差別的な影響についても同

様に懸念が挙がっています。 

iv. 生産と運営のコストが上がることによって競合優位性を失うことの恐れがあります。 

 

ドイツのレーンユネスコエコパークは、全 3 種類のエコラベルに加えて、別の 2 種類の認証制

度をユネスコエコパーク内で適用しています。囲み 4 では、幅広い目的に合わせてそれぞれの

認証がどのようにして実施されたのか、またそれぞれの利点と課題を示しています。いくつかの

異なる認証を提供することで、地元の生産者は自らのビジネスに一番適したものを選ぶことが

できます。 

    

囲み 4：レーンユネスコエコパークにおける目的別エコラベルの活用について 

 

レーンユネスコエコパーク、ドイツ 

http://biosphaerenreservat-rhoen.de/ 

レーンユネスコエコパーク管理者の設立当時のビジョンは、「生物及び生息地の多様性に富ん

だレーン地域の文化的景観を人と自然両方のために守りながら持続可能な形で活用する」こ

とでした（Pokorny, 2011）。このビジョンに合わせて Dachmarke Rhön というレーンユネス

http://biosphaerenreservat-rhoen.de/


 

 

コエコパーク認証制度の独立団体が、地域の中小企業を強化するための複数の認証制度を立

ち上げました。 

 

Kraus et al.（2014）は、レーンユネスコエコパークで実施されている複数の認証制度が地域

のいくつかの付加価値連鎖の強化につながっていると主張しています。Dachmarke Rhön の

マネジングディレクターBarbara Landgraf 氏によると、同制度には他にもいくつかの利点が

あります。 

• それぞれの認証は消費者のための保証を示すだけでなく、生産者・企業の信用

度を上げ、地域のエコ商品の販売促進につながります。 

• レーン地域には小・零細企業が幅広く存在し、その多くは自社内で商品のマー

ケティングを行うための資源がありません。そのような企業は、ユネスコエコ

パークの認証制度に参加することで Dachmarke Rhön が実施している地域の

合同マーケティングプログラムを通して露出度を上げることができます。この

ようにして、オンラインのプロモーションや地域のマーケットや品評会のため

のサポートを得ることもできます。 

• Dachmarke Rhön には強いネットワークがあり、生産者と企業をつなげてサプ

ライ・チェーンの関係を築くことができます。 

• ユネスコエコパークの複数の認証制度の成功により、強いブランド・アイデン

ティティが市場の中で生まれました。 

 

Dachmarke Rhön からの教訓 

• 認証を行うことは簡単ではありませんが、パートナー、特に中小企業には多く

の利点があります。認証制度をエコツーリズムとリンクさせることはより幅広

い市場にアクセスするための効果的な手段です。 

• 地域住民への継続的な支援、中小企業をパートナーとして参加させること、中

小企業向けの相談会を行うことはどれも重要な要素です。 

• 政府からの支援の他に、外部、例えば起業家、国際機関やスポンサーからの支

援も確保することが重要です。レーン認証制度は、政府からの強力な支援を得

ていますが、制度の長期的な持続可能性を保証するには他からの支援を得るこ

とも重要だと指摘されています。 

• 認証制度は、自然保護、グリーン経済と持続可能な観光を全て地域の商品を通

して促し強化する、「Win-Win」な解決策です。このような制度は地域のアイデ



 

 

ンティティを強化する効果もあり、中小企業にとっては対等な競争条件を作る

ことにもなります。 

 

みんなのための一つのブランド 

地理的にユネスコエコパーク内にある協会、団体、行政の地域アイデンティティを育むこと

を目的として、レーンユネスコエコパークは 2003 年にブランド認証を作りました。本認証は

一つのキャッチフレーズの下で地域のイメージを統合し、地域のアイ

デンティティを強化することを目的としています。 

キャッチフレーズ 

「Simple Impressive」（シンプルに優れている） 

 

同認証は、レーンユネスコエコパーク内の全ての住民、行政、企業が、地域への帰属意識や故

郷に対する誇りを表現するためにウェブサイト、会社のレターヘッド、観光客向けのマーケ

ティング素材などに使うことができます。Dachmarke Rhön より許可を得た申請者は認証を

使うことができます。認証には基準や会費はありません。しかし、認証を使っている生産者や

サービス提供者は、製品・サービス懸賞に応募することはできません。 

 

食品製造者と食品事業のための 2つのブランド 

2005 年にレーンユネスコエコパークは、パートナー企業が使える地

域品質認証を立ち上げました。名前の通り、持続可能な開発に関する

基準を満たした地域の食品と食品事業を対象としています。本認証へ

の申請は登録されている商品とサービスに限定されています。 

キャッチフレーズ 

「Quality of the Biosphere Reserve」（ユネスコエコパークの品質） 

 

Dachmarke Rhön 協会の会員は認証を使うことができますが、認証を使用するためには年会

費を支払う必要があります。 

本認証の対象となる業種は以下です。 

• 生産者（例：農家、肉屋、パン屋、醸造家、手工芸のメーカー、クリスマスツ

リー栽培者） 

• 地域の産品を厨房で原材料として使っている食品・ケータリング事業 

本認証は、類似した認証制度の既存の基準を採用すると同時に、レーンユネスコエコパーク



 

 

特有の目的、例えば地域の素材・材料を使って域内で完結するバリュー・チェーンを作るため

に追加の基準を設けています。認証制度を実施する際には以下の 2 つのステップを毎年行う

必要があります。 

•ステップ 1：全ての関連書類を Dachmarke Rhön が確認する 

•ステップ 2：外部の独立認証パートナーが認証の付いた製品やサービスをモニタリングする。

（Dachmarke Rhön は認証パートナーに追加の基準を提供し、製品・サービスが認証の要件

を満していることを確認します。） 

 

地域の食品事業に関しては、財源が限られていることに加え、食品事業をモニタリングでき

る独立認証機関がないため、毎年約 3 割の会員を対象にしたランダムな確認が行われます。 

 

公式の認証制度に含まれていない小規模・零細企業に関しては、Dachmarke Rhön が国と地

方の食品監視員と協力して企業のモニタリングを行なっています。Dachmarke Rhön は地方

行政から強力な支援を受けており、これらの協力は自主協定に基づいています。 

 

©Dachmarke Rhön 

図 4：地元の蜂蜜に貼られているレーン地域の品質認証 

  

2009 年からレーンユネスコエコパークでは、厳しい環境保護のコンプライアンスを実現する

ために、ユネスコエコパーク品質認証とドイツおよび欧州連合（EU）の既存の環境基準を統

合した専門的経営認証を認めています。同認証は、地域の品質認証の基準の他に、有機農業に

関する EU の規則も適用しています。 

 

同制度に参加する企業は、Dachmarke Rhön に専門資格を認証してもらうために、年会費を

支払わなければならず、その年会費の額は企業規模によって確定します。 



 

 

以下の業種が専門的経営認証を申請する資格を有します。 

•地産のオーガニックな産物・製品を扱っている生産者（例：農家、肉屋、パン屋、醸造家な

ど）。 

•地産のオーガニックな産品を厨房で原材料として使っている食品・ケータリング事業。  

地域品質認証と同様、エコ品質認証も、会員企業が全基準を完全に満たしているか確認する

ための定期的な確認とモニタリングを実施しています。 

 

食品・ケータリング事業のための追加ブランド 

 

レーンを象徴する花「アザミ」を意味する「Silberdistel」（銀のアザミ）

認証は、商品・ケータリング事業のみが利用できるものとして導入さ

れました。本認証は、地産の産品をあるパーセンテージ以上厨房で使

っている事業に以下の通り、任意で与えられています： 

  

「silver thistles（銀のアザミ）」の品質ブランド  

地産の産物や製品を 35％以上使っている事業には 1 アザミ 

地産の産物や製品を 45％以上使っている事業には 2 アザミ 

地産の産物や製品を 65％以上使っている事業には 3 アザミ 

 

同認証には特定の基準があり、定期的なモニタリングが行われます。また、認証を取得してい

る企業は、認証使用料も支払います。 

 

食品製造者のための追加ブランド 

Rhönwiese は、より幅広い食品小売市場に自社の製品を出したいが、事業規模が小さいがた

めにドイツや EU の既存の要件を満たすのが難しいという小規模生産者のためのブランドで

す。全ての申請者は、レーン品質認証関連の基準を満たし、すでに確立されている法人向けブ

ランドデザインを進んで使用する必要があります。販売商品それぞれにはバーコードが割り

当てられ、全ての認証を取得した企業は、（国際食品規格 IFS のシステムを中小企業向けに改



 

 

良した）外部の品質保証認定を得なければなりません。 

同認証を使う場合には入会費を支払う必要があります。Dachmarke 

Rhön は、認証を取得している中小企業向けに必要に応じてトーレニン

グや経済支援も行います。 

 

「silver thistles」（銀のアザミ）の品質ブランド 

 

 

©Dachmarke Rhön 

図 5：Rhönwiese の商品 

出典： Barbara Landgraf 氏とのインタビュー（2018 年 2 月 7 日） 

 

 

前述の 3 つの認証制度は、認証の分類が実際に適用されている事例を紹介するものではありま

すが、認証の機会を網羅的にリスト化したものではありません。逆に、個々のユネスコエコパー

クのニーズに応えるべく、個々の認証制度の幅をさらに探求・修正することができるかもしれま

せん。 

 

3.2 製品及びサービス 

エコラベル認証制度の対象となりうる製品やサービスの種類が幅広いため、それぞれに最も適

した具体的な基準を見極めるためには、製品とサービスを全て分類する必要があります。 

 

ユネスコエコパークの品質認証を策定する際、ユネスコエコパークの管理者はユネスコエコパ

ーク内に存在する主な製品やサービスを特定するだけでなく、環境への影響が最も大きいもの

も特定しなければなりません。 



 

 

例えば、専門資格認証の場合、それぞれの認証にはそれぞれの目的に合わせた専門性があります。 

•「エネルギースター」は家電、電化製品、パソコン、照明器具と建材のエネルギー消費量を減

らすことに着目しています。 

•森林管理協議会（FSC）は、木材と林産物の製造における責任ある森林管理に着目しています。 

•海洋管理協議会（MSC）は、水産資源や海洋生物生息環境と漁師たちの生計を守るための持続

可能な漁業を促進しています。 

•デメター認証は、長期的な土壌の豊かさを守るため、輪作や堆肥作り、同種療法の薬を散布す

るなどの環境的に持続可能な耕作法を推奨するバイオダイナミック農法によって生産された作

物に与えられます。 

  

表 2：認証分類レベル別対象製品・サービス 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

製品の認証分類 

 全ての製品 •農業と園芸 

•漁業 

•加工食品 

•手芸品 

•レストラン 

以下のリストは品質認証分類

内の商品に適用できる専門資

格認証の例を紹介しており、地

域、国または国際レベルで適用

される。 

• 農業と園芸 

コーヒー：4C 協会、熱帯雨林協

会、UTZ 認証 

お茶:熱帯雨林協会、UTZ 認証、

オーガニック認証 

青果：非遺伝子組み換えプロジ

ェクト認証、オーガニック認証 

乳製品：非遺伝子組み換えプロ

ジェクト認証 

ナッツ類：USDA（米農務省）

オーガニック 

美容製品：エコサート、USDA

（米農務省）オーガニック 



 

 

穀物：非遺伝子組み換えプロジ

ェクト認証 

ココア：熱帯雨林協会、UTZ 認

証 

•漁業 

 魚介類：海洋管理協議会

（MSC） 

•加工食品：USDA（米農務省）

オーガニック 

•手工芸品：ブルーエンジェル 

•レストラン：ビアボノ 

•林産物：森林管理協議会

（FSC） 

サービスの認証分類  

全てのサービス •宿泊施設 

•交通 

•エコツーリズム 

•デスティネーション・マ

ネジメント 

•旅行会社 

•現地ガイド 

•観光客向けアクティビテ

ィー 

以下のリストは品質認証分類

内のサービスに適用できる専

門資格認定の例を紹介してい

る。上記の製品の認証と同様、

地域、国または国際レベルで適

用される。 

•宿泊施設 

ホテル:アースチェック、生物圏

ホテル、グリーンキー、ビアボ

ノ、Control Union、エコツーリ

ズム認証 

クルーズ：ISO 14001（環境マ

ネジメントシステム-EMS）及

び ISO 9001（品質マネジメン

トシステム-QMS）認証 

•交通 

小船観光事業：ブルーフラッグ 

•エコツーリズム 



 

 

デスティネーション・マネジメ

ント：アースチェック 

ツアーオペレーター・旅行会

社：Control Union、ツアーオペ

レーター向け Travelife、エコツ

ーリズム認証 

最も広く知られている専門資格認証制度の一つは、ヨーロッパの EU エコラベルです。EU エコ

ラベルは、対象となる幅広い製品及びサービスのための具体的な分類を設けています。これには

石鹸、シャンプー、コンディショナー、メイク落とし、生理用品、多目的洗剤、衛生用洗剤、洗

剤と食洗機、業務用食洗機用洗剤、食器用洗剤、衣類用洗剤、業務用衣類用洗剤、衣類、履物類、

室内用及び室外用ペンキやニス、撮影機器、デスクトップパソコン、ノートパソコン、テレビ、

木製フローリング、硬質系フローリング、繊維性床材、木製家具、土壌改良剤、培養土、光源、

ヒートポンプ、温水暖房機器、潤滑剤、ベッド用マットレス、蛇口、水洗トイレや小便器、加工

紙、新聞紙、印刷用紙、コピー用紙や方眼紙、テッシュペーパー、キャンプ場サービス、観光客

向け宿泊サービスが含まれます。以上の広範囲な製品とサービスの一覧に加えて、新しく提案さ

れた商品分類も随時評価され、追加されることがあります（European Commission, 2016）。 

    

サービスの認証分類において、EU エコラベルの観光客向け宿泊サービスは、電気と水の消費、

廃棄物産出、再生可能な資源、環境に優しい素材や原料の利用及び厳選したコミュニケーション

と環境トレーニングに基づく環境目標の促進に焦点を当てています（Rygloya, 2007）。 

 

エコツーリズムに関しては、Simatupang et al.はインドネシアのアチェ州にあるガヨ・ルウェ

ス県のエコツーリズム関連商品を「自然・文化・人工観光地」、「観光客向けアクティビティ

ー・施設」、「インフラ」、「お土産」に分類しました。この分類では、自然の観光地には滝、景

観、山々、河川やその他全ての観光地として価値のある自然が含まれています。文化的観光地

には伝統的な家屋や村々、伝統的な葬儀、歴史的建造物や遺跡が含まれ、他方で、人工的な観

光地の例としてはテーマパーク、ウォーターパーク、博物館などが含まれます。観光客向けの

アクティビティーは、パッケージツアーの主要要素として定義され、村でのサイクリング、珊

瑚の移植体験、料理教室、現地の暮らしの体験などを含みます。観光客向け施設とは宿泊施

設、レストラン、浄水提供施設、銀行、保健所、電気、交通、野鳥観察塔などを含みます。連

絡道路、港湾、空港は全て観光インフラに分類されますが、他方で手工芸品はお土産に含まれ

ます（Simatupang et al., 2014）。 



 

 

独自のユネスコエコパーク品質ラベルを主要商品に適用しているユネスコエコパークもいくつ

かあります。例えば、日本の綾ユネスコエコパークでは農作物に独自の認証を適用しており、ま

た韓国のシナンダドヘ（新安多島海）ユネスコエコパークは、より広い市場における地元の生産

者の競争力を上げるため、BIORE という認証を作成し、ユネスコエコパークの農作物と海産物

に適用しています7。 

 

また、西エストニア諸島ユネスコエコパーク（囲み 5）の認証制度は、幅広い製品とサービスの

種類を対象としています。同制度は、新たな、或いは進化するニーズや状況に対応するため、時

と共に有機的に成長してきました。 

 

囲み 5：西エストニア諸島ユネスコエコパークの幅広い製品・サービス 

 

西エストニア諸島ユネスコエコパーク、エストニア 

https://www.keskkonnaamet.ee/en/environmental-board-contacts/unesco  

 西エストニア諸島ユネスコエコパークは、1990 年にユネスコエ

コパークに登録されました。東バルト海に位置している同ユネス

コエコパークは、ヒーウマー島、サーレマー島、ボルムシ島、ム

フ島をはじめ、他にも数百の小島や海洋地域から構成されていま

す（UNESCO, 2012）。 

数年の間に 4 つの島それぞれで異なる認証がいくつか作られましたが、ユネスコの MAB 計

画に沿っているのは、ヒーウマー島で作られたヒーウマー・グリーン・ラベル認証のみです。

同認証は現在、製品、製品グループ、またはサービスに与えられています。持続可能な経営方

針を用い、地域の自然や人材、伝統的な技術や地域文化の価値を高めるものに与えられてい

ます（Rosenberg, 2016）。 

 

同認証は 1995 年に立ち上げられてから、何度か改良されています。当初はヒーウマーユネス

コエコパーク内の宿泊施設のために作られたもので、来訪者が環境に優しい事業であること

を確認できるようにするためのものでした。 

  

2000 年には新しい制度が作られ、認証は宿泊サービスだけでなく、製品、サービス、イベン

                                                

7 https://tour.shinan.go.kr/home/tour/preservation/preservation_21?content_print=true& 

https://www.keskkonnaamet.ee/en/environmental-board-contacts/unesco


 

 

トにも適用できるようになりましたが、元々、認証を使っていた宿泊サービスもそのまま使

うことができます。 

  

新しい制度ができたきっかけは、ユネスコエコパークセンターの構造改革により、宿泊サー

ビスを対象とした認証制度の実施を継続できる機関がなくなってしまったことでした。制度

の拡大により、島の地元の幅広い事業に認証が与えられるようになり、現在、認証の対象とな

っているのは以下の製品やサービスです。 

•地元の食品、例：肉類、ソーセージ、チーズ、ベリー、ジャム、レモネード、スパイス。 

•地元の手工芸品、例：毛糸製品、木材製品、陶芸品、絹製品。 

•美容関連商品、例：石鹸、コンディショナー、シャンプー。 

•イベントやお祭り、例：ヒーウマーのフォーク音楽祭、ヒーウマー・マラソン。イベントや

お祭りでの認証の使用は、マーケティングを目的としており、グリーンでエコなイベントで

あることを示すためである。 

ヒーウマー開発センターが所有・管理している同認証は、3 年間有効で更新が可能です。ヒー

ウマー開発センターは、申請の数に応じて、年に 2、3 回、外部評価機関による評価を行って

います。 

 

ヒーウマー・グリーン・ラベルは、エストニアの特許局に登録された特許を持っています。現

在は、認証の使用料はありませんが、認証制度の持続可能性を保証し、マーケティング費用を

捻出するために今後は費用が発生する予定です。 

 

西エストニア諸島ユネスコエコパークのための認証を作る際に課題となったのが、たくさん

の認証が既に市場に出回っていたことによる消費者の混乱でした。さらに、それぞれの島に

独自の開発センターがあるため、諸島全体において一つの認証制度を実施することが困難で

した。それにもかかわらず、エストニア全体で「ヒーウマー・グリーン・ラベル」は「エコ」

という言葉と強く結び付けられるようになりました。 

 

出典：Lia Rosenberg 氏とのインタビュー（2018 年 2 月 5 日） 

 

 



 

 

3.3 製品及びサービスの基準 

ユネスコエコパークには持続可能な発展のモデルサイトとしての役割があり、認証制度はそれ

を支えるものであるべきです。したがって、認証の基準は、ユネスコエコパーク管理原則に沿っ

て、ユネスコが定義する相互に関係するユネスコエコパークの 3 つのゾーン、「核心地域」「緩衝

地域」「移行地域」を考慮する必要があります8。核心地域は「厳格に保護されている生体系」と

され、その機能を尊重するための重要な認証基準の一つに、原材料となる資源がそのゾーンから

持ち出されることなく、また、そのゾーンの中で製造や運営活動が行われていないことを保証し

なければなりません。さらに緩衝地域は「堅実な生態学的実践に即した活動」が行われる場所と

しての機能を持つので、認証基準においては、緩衝地域で行われる活動が堅実に生態学的実践に

即しているということを明確にする必要があります。同様に、認証基準は、「社会文化的及び生

態学的に持続可能な経済活動や人材育成を促進すること」により、ユネスコエコパークの移行地

域の機能もサポートする必要があります9。 

 

さらにエコラベルの基準は、製品やサービスのライフサイクルに焦点を当て、企画と実施に関し

ても保証する必要があります（Horne, 2009）。国際標準化機構によると、ライフサイクルアセス

メント（LCA）とは、製品またはサービスのインプットとアウトプットの一覧表を作成し、環境

への負荷を評価する系統的な手段であり、それによって、調査の目的にも関連する最も重要なシ

ステムの要素を特定します。LCA は、原材料の取得から生産、使用、廃棄まで、製品寿命（つま

り、ゆりかごから墓場まで）に連なった環境への影響を考慮します。評価の対象となる環境への

負荷の一般的な分類には、資源の枯渇、人間の健康、生態学的な影響が含まれます（Naumann, 

2001）。 

  

以下の表 3 では、認証の３つの分類それぞれに含まれる基準を示しています。認証資格は、それ

ぞれのユネスコエコパークのニーズと能力及びユネスコエコパークの既存の製品やサービスと

利用できるテクノロジーに合わせて策定、変更されるべきです。 

 

 

 

                                                

8 UNESCO MAB, 2017b. 

9 引用 



 

 

表 3：認証資格 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

認証はあるユネスコエコパ

ークの地理的な境界内、も

しくは関係機関が定めた別

の境界内の企業や団体にの

み適用される。 

製品及びサービスはユネスコ

エコパークの管理者が定めた

特定の資格を満たしている必

要がある。   

グリーン認証には以下の項目

が含まれる10。 

•地理的にユネスコエコパーク

内で提供される製品やサービ

スであること。 

•堆肥化が可能であること。 

•分解が可能であること。 

•解体用にデザインされたもの

であること。 

•製品寿命が延びたものである

こと。 

•再生可能エネルギー 

•回収エネルギー 

•省エネ 

•リサイクル可能であること。 

•リサイクル材料を使用してい

ること。 

•省資源 

•節水 

•再利用可能及び詰め替え可能

であること。 

•廃棄物の削減 

資格はそれぞれの専門認証機

関によって定められる。例え

ば、USDA（米農務省）のオー

ガニック認証を取得した製品

には以下の基準を満たすこと

が求められている11。 

•除外された製造法（例：遺伝

子工学）、電離放射線、下水汚

泥を使用せずに製造されてい

ること。 

•国の許可・禁止物質リストに

沿って製造されていること。 

•国立オーガニックプログラ

ム公認の認証機関が監督を

し、USDA の全オーガニック

規則に従っていること。 

•複数の原材料から作られる

農産物の「原材料表記」は以

下の 2 つの基準を満たしてい

ること。 

•商品の70％以上がオーガニ

ック認定の材料（塩と水を除

く）から成ること。 

•その他の農産物はオーガニ

ックである必要はないが、除

                                                

10 インドネシアの環境森林省による例(MoEF), n.d. 

11 USDA, 2016. 



 

 

•オーガニック加工製品 

食品基準、医薬品安全基準、製

造基準を含む国の基準を順守

っていることが理想的である。

  

 

外された製造法（例：遺伝子

工学）を使っていないこと。 

 

以上の 3 つの分類を見て分かるように、製品やサービスのライフサイクル全体と関連性のある

指標を策定できるよう、ユネスコエコパークの管理者はユネスコエコパークの品質認証の基準

を設定する際に十分な検討をする必要があります。したがってユネスコエコパーク品質認証の

策定の初期段階においては、管理者はパイロット・プロジェクトとして単一の製品またはサービ

スのカテゴリーを選ぶことが推奨されます。ある一定期間が過ぎてから、必要に応じて基準を見

直し、変更することも必要です（Orloczki, 2012）。 

 

上記の点に加えて、ユネスコエコパークの管理者は ISO 14020 認証を基にしているエコラベル

認証制度の 9 原則も参考にする必要があります。 

• 適切、正確かつ立証可能で誤解を招かない情報の提示（例：リサイクル材料の割

合、リサイクル可能な包装もしくは商品など） 

• エコラベルの基準は不要な貿易障壁を作らないこと 

• 全ての表示は立証可能な科学的方法によって裏付けられること 

• エコラベルやその表示を裏付けるために用いられた方法や基準に関する情報は

全関係者に公開すること 

• 商品のライフサイクルにおける全該当項目を含めること 

• エコラベルはイノベーションの障壁や妨げにはならず、環境性能のさらなる改善

を制限しないこと 

• エコラベルは過度な高費用や管理条件なく、全ての製造者が利用できるようにす

ること 

• 基準は対象となる全てのステークホルダーの参加、総意の下、公開の場で確定さ

れること 

• 環境面に関する情報は全ての購入者・消費者に公開すること  

（出典：SBA, 2006 年） 

 



 

 

エコツーリズムに関して、インドネシアのエコツーリズム・ネットワーク（Indecon）は、いく

つかの標準に基づいた原則を策定し、全てのエコツーリズム関連製品やサービスに以下のこと

を守ることを求めています。 

•環境に優しいこと：活動内容は環境への負荷を最小限に減らす一方で、環境保護に積極的に貢

献すること 

•地元のコミュニティを支援すること：製品やサービスは積極的にコミュニティの福祉に貢献し、

地元の文化を保護するとともに、エコツーリズムのプロジェクトへのコミュニティの参加も促

すこと 

•観光客に優しいこと：観光客向けに開発されるアクティビティーは楽しいだけでなく、興味を

引き起こし、自然界全体及び地域の生態系や文化的価値観に関する知識を高めることを目的と

すること12 

 

上記の原則はツアー、交通、飲食、ツアーガイド、ツアーオペレーターなどをはじめとするイン

ドネシアにおけるエコツーリズム関連製品・サービスに適用されています。 

 

囲み 6 では、スペイン領カナリア諸島に位置するラ・パルマユネスコエコパークの事例を紹介

しています。地元経済を支援するため、ラ・パルマユネスコエコパークでは独自のエコ・ブラン

ドとロゴを使って同ユネスコエコパークの製品やサービスの宣伝をする、いわゆる「グリーン経

済イニシアチブ」を導入しました。 

 

囲み 6：ラ・パルマユネスコエコパークでのグリーン経済イニシアチブの実施 

 

ラ・パルマユネスコエコパーク、スペイン 

http://www.lapalmabiosfera.es/en/biosfera 

「La Palma Biosphere Worldwide Reserve」(ラ・パルマ生物圏世界保存地域)

というブランドは、製品やサービスの品質を保証するものです。認証は主

に食品と農産物、その他には文化的な意味合いのある手工芸品やお土産そ

して娯楽活動に与えられ、これらはすべて島の持続可能な経済を支援して

います（Lapalmabiosfera, 2014a）。 

 

                                                

12 Indecon, 2017. 

http://www.lapalmabiosfera.es/en/biosfera


 

 

自らのエコ・ブランドとロゴを使って、ラ・パルマユネスコエコパークはグリーン経済イニシ

アチブを導入し、島内外で同ユネスコエコパークの製品やサービスを広くプロモーションす

ることにおいて、大きな成功を納めています。 

 

このようにして、ユネスコエコパークの管理者は伝統農法の分野だけでなく、新しい農業技

術や食品製造技術の分野でも、ユネスコエコパークの認知度を上げることができました。こ

れにより、ラ・パルマユネスコエコパークは伝統的な経済活動を支えるだけでなく、環境と文

化の持続可能性を高めるための枠組みの中で、新しい社会経済をも支援しています。 

ラ・パルマユネスコエコパークは、エコラベルが地域の企業に以下の効果をもたらしている

ことを認めています。 

•地元の製品やサービスが生産、製造、実施されているユネスコエコパークの域内のブランド

商品として認識されること 

•製品やサービスの品質が保証され、「オーダーメイド」監査によって支えられていること 

•自社の製品やサービスが、世界的に知られているユネスコエコパークと結びつけられること

で、参加企業はマーケティングにおいて有利になること 

•企業は専門家に相談ができること 

•ユネスコエコパークのホームページ、見本市やマーケットなどといった複数の異なるプロモ

ーション媒体を通じて、製品やサービスの露出度が上がること 

•参加企業は経済支援を受けられること（年会費への補助金を含む） 

（出典：Lapalmabiosfera, 2014a） 

グリーン経済プログラムの一環として、ラ・パルマユネスコエコパークのブランドとロゴは、

責任ある観光、品質認証、持続可能な企業といった 3 つの分野を対象にしています。 

 

ユネスコエコパークの品質認証は主に農産物と手工芸品に使われています。 

 

ラ・パルマのブランドとロゴを食品や製品に適用したい農家や生産者は、地産の原材料の使

用、グリーン農法の適用、持続可能な家畜生産やその他の持続可能な活動を行うなどの要件

を満たさなければなりません。 

  

出典：Carolina De León García 氏との E メールインタビュー（2018 年 2 月 2 日、10 月 22

日、2019 年 2 月 11 日） 

 



 

 

認証の基準を定める際には、地域の全ての生産者や企業グループの参加を十分意識する必要が

あります。認証が厳し過ぎることによって争いが起きることがありますので、ユネスコエコパー

クの管理者は基準を定める際には、可能な限り、起こりうる問題を先読みして手を打つよう努力

しなければいけません。囲み 7 では、エコラベルへの申請を却下された地元生産者から抗議の

声が上がった韓国のシナンダドヘ（新安多島海）ユネスコエコパークの認証制度の事例とその課

題を紹介します。  

 

囲み 7：シナンダドヘ（新安多島海）ユネスコエコパークの認証制度の策定とその課題 

 

シナンダドヘ（新安多島海）ユネスコエコパーク、韓国 

http://www.shinan.go.kr/ 

シナンダドヘ（新安多島海）ユネスコエコパーク（SDBR）では地域の

製品のためのエコラベル「BIORE」を 2015 年に作成しました。「BIORE」

は「Brilliant（素晴らしい）, Island（島）, Organic（オーガニック）, 

Reservation（保護）, Recreation（再生）、Restoration（復元）」の頭文

字を取っています。 

 

BIORE ラベルは 3 つの分類のいずれかに当てはまる商品に与えられます。 

•農産物と海産物（加工品、お土産を含む） 

•塩製品 

•未加工の農産物と海産物 

  

BIORE のラベルがついた商品の平均価格は、ラベルがついていないものに比べて高く、場合

によっては約 1.5 倍であることから、BIORE 商品の主要なターゲット市場は都市部の住民で

す。 

 

SDBR の最も知られている商品は塩であり、ソウルで売られている他、日本にも輸出されて

います。 

 

BIORE ラベルは、新安郡の地方自治体が所有し、資金提供しており、100％SDBR 由来の原

材料を使い、その他にもいくつかの品質・環境基準を満たしている製品やサービスにのみ与

えられます。同ラベルは、民間団体や基金も使うことができ、認証取得のための申請は無料で

http://www.shinan.go.kr/


 

 

できます。 

 

SDBR の管理者は、2 段階の手続きを経て、新しく申請をした企業に BIORE 認証を与えます。

手続きの最初の段階は、全申請書類を対象とした新安郡の地方自治体による事前評価です。 

 その後、申請中の生産者や企業の店や事務所にて、新安郡の地方自治体の職員による抜き打

ち検査が行われます。BIORE 認証付与が認められた場合、登録手続きが終了するまでおよそ

60 日間かかります。認証は 2 年間有効で、2 年後に厳格な再審査を受けることで更新するこ

とが可能です。 

 

生産者や企業が認証の使用許可を受けた後でも、以下のような状況では使用許可が取り消さ

れることがあります。 

•あらかじめ決められた認証の基準や規格を満たさなかった場合 

•偽造された認証を使った場合 

•営業を停止した場合、または SDBR の外へ事業を移転した場合 

•新安郡の地方自治体が発した勧告に従わなかった場合 

 

2015 年に認証制度が開始されてから数々の生産者や事業主が BIORE 認証の使用許可の申請

を行いました。しかし新安郡の地方自治体が定めた条件が非常に厳しいことから、BIORE 認

証を得られなかった生産者と新安郡の地方自治体の間で論争がおきました。申請を却下され

た生産者の中には自らの生産や運営方法を、認証の使用許可を得ることに成功した生産者の

それと比較する申請者もおり、最終的には新安郡役所前での抗議活動にまで発展しました。 

 

出典：Kyong-O Moon 氏とのインタビュー（2018 年 3 月 3 日） 

 

 

3.4 認証評価 

エコラベルの基準が設定された後は、ユネスコエコパークの管理者は、認証を使用している全企

業や団体が認証の各要件を満たしているかどうかを確認するための評価方法を考えなければな

りません。評価は、定期的に行われ、認証の信用度と品質を保つためだけでなく、各参加団体が、

あらかじめ決められた認証の条件や容認された慣例に継続して従っているかどうかをモニタリ

ングするためにも、不可欠です。 



 

 

ユネスコエコパークデスティネーション認証には具体的な基準がないため、適用される公式な

評価はありません。しかし、認証の良いイメージを保つために、認証が使用されている製品やサ

ービスが本当に地元で生産されているものかどうかをユネスコエコパークの管理者が確認する

ことが望ましいです。ユネスコエコパーク品質認証に関しては、ユネスコエコパークの管理者は

具体的な評価方法を定めなければなりません。また、専門資格認証の場合は、それぞれの評価方

法は外部の認証機関によって定められます。一般的に、すべての認証は参加企業・団体が持続可

能な方法でその最終製品の生産、配達、再利用を継続的に一貫して行っているかを確認すべきで

す。さらに、評価方法は、関係ステークホルダー全員参加の上で、透明性のある方法で、それぞ

れのユネスコエコパークの地域性に最も適した制度を選び、策定する必要があります。 

  

表 4：エコラベル制度の評価方法 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

全ての企業と団体が無条件

に使える認証のため、ユネ

スコエコパークの管理者は

最低限の評価のみを行う必

要がある。  

 

認証を受けている製品の品質

と環境基準を保証するために、

具体的な評価指標を定める必

要がある。指標は原材料の由来

や製造工程など、幅広い項目を

含む。  

具体的な評価基準が存在しな

い場合は、ピアレビューが一つ

の選択肢となり得る。 

全ての評価は今後の参考のた

めに文書で記録されなければ

ならない。全ての評価は対象製

品やサービスのライフサイク

ル全体を考慮する必要がある。 

それぞれの専門資格機関には

個々の評価・審査方法がある。 

資格機関は追加の審査要件、

例えばユネスコエコパーク品

質認証の基準に関連したもの

などを評価プロセス時に検討

することがある。 

 

 

3.5 認証の所有と管理 

ユネスコエコパークのエコラベルは、ユネスコエコパークの管理局及び/または関係当局によっ



 

 

て所有・管理されることが望まれます。しかし、具体的に必要になる運営体制は認証の種類によ

って異なります。例えばユネスコエコパークデスティネーション認証の場合、ユネスコエコパー

クの管理者はロゴを作成し、最低限の条件で企業や団体にその使用許可を与えることができま

す。しかし、ユネスコエコパーク品質認証の場合は、基準を基にした条件の設定やモニタリング

評価 (M&E) 制度の責任も負います。したがって、ユネスコエコパーク品質認証制度を担当する

委員会にはさまざまな分野の製品やサービスの専門家が参加し、監督をする必要があります。さ

らに、タナ湖ユネスコエコパークで行われたように、生産者や企業グループは、開発、実施、そ

の後の運営など、それぞれの段階で意思表示をするために組合を作ることができます。 

 

エコラベル認証制度の成功に不可欠な要素の一つは、マーケティング・キャンペーンだと主張す

る専門家もいます（Charter et al., 2001; Blahy and Peil, 2010）。したがって、ユネスコエコパー

クの管理者は認証が広く知られ、効果的に活用されていることを保証するべく、マーケティング

戦略を立てなければなりません。できれば（地方）政府の支援を得て、エコラベル認証制度に積

極的に参加してもらうことも認証の認知度を上げる手助けとなり、受け入れられる可能性を高

めることにつながります。 

 

それぞれのレベルのエコラベルに合った所有と管理については表 5 に記されています。 

  

表 5：エコラベル制度の所有と管理 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

ラベルはユネスコエコパー

クの管理局及び/または関係

当局によって所有される。

  

エコラベルはユネスコエコパ

ークの管理局及び/または関係

当局によって所有・保証され、

認証の基準は専門家と協働で

作成される。 

認証の要件と手続きの実施検

証とモニタリング評価は必要

不可欠である。 

加えて、幅広い生産者や民間企

業の代表者が参加する透明で

包括的なプロセスが必要であ

専門資格認証は独立した機関

によって所有・保証される。

検証とモニタリング評価はそ

れぞれの認証の専門資格機関

によって行われる。 

同一制度の中でユネスコエコ

パークデスティネーション認

証及び/またはユネスコエコ

パーク品質認証の並行利用を

調整するため、ユネスコエコ

パークの管理局と選ばれた専



 

 

る。 門資格機関との間でパートナ

ーシップを作ることが必要で

ある。 

 

インドネシアのいくつかのユネスコエコパーク（囲み 8）とベトナムのカットバユネスコエコパ

ーク（囲み 9）の事例では、ブランディング戦略と、ユネスコエコパークの管理に参加するステ

ークホルダーの多様性を紹介しています。カットバユネスコエコパークのエコラベルの事例は、

関係するステークホルダーとの連携と調整が認証制度の成功の鍵の一つであることを示してい

ます。インドネシアのチボダスユネスコエコパーク（囲み 10）では、認証制度を実施する際に、

地方政府が大学や地元のコミュニティ・グループの代表を含めた多様なステークホルダーとの

連携を積極的に行ったことを取り上げています。 

  

囲み 8：インドネシアのユネスコエコパークのブランディング戦略 

 

インドネシアのユネスコエコパーク 

http://tntakabonerate.com/id/ 

https://www.gedepangrango.org/ 

現在、インドネシアには 11 のユネスコエコパークがあり、その敷地面積

はトータルで 1,500 万ヘクタール以上に及びます。インドネシアのユネス

コエコパーク開発プログラムは主に環境保全、コミュニティ開発、研究開

発の 3 つに分けることができます。加えて、新しいユネスコエコパークの

ブランディングと開発も行われています。 

 

商品ブランディングは、それぞれのユネスコエコパーク内で供給及び

/または製造された商品に付加価値を与えることを目的としています。

ユネスコエコパークの世界的な名声を活用してユネスコエコパーク

の商品を広めることで、ユネスコエコパーク域内や周辺で暮らしている地元コミュニティの

生活の質と水準を上げることに貢献できます。 

 

http://tntakabonerate.com/id/
https://www.gedepangrango.org/


 

 

インドネシア国内のエコパーク商品のブランディングには 2つの主な取り組み方があります。 

1. 個々のロゴを作り、広めることでそれぞれのユネスコエコパークのアイ

デンティティを強化すること。 

2. 地元コミュニティ、民間セクター、家内産業、観光業など向けに販売す

るユネスコエコパーク商品のブランディングを行うこと。 

 

当ブランディング戦略の一環として、インドネシア科学院（LIPI）が 2016 年 12 月にインド

ネシアのユネスコエコパークの商品のためのブランディング・ガイドラインを発表しました。

同ガイドラインにはインドネシアのユネスコエコパークの製品やサービスのためのブランデ

ィング及び認証の要件や基準が含まれています。しかし、ガイドラインに含まれている要件

は、基本的に任意であり、生産者や小売業者は適用するかしないかを選ぶことができます。今

後のブランディング開発のターゲットには食品、農場、農園、飲料、手工芸、園芸の他に、自

然資源、エコツーリズム、二酸化炭素排出権取引などのエコシステムに関するサービスも含

まれています。製品及び/またはサービスは以下の要件を満たしていれば、特定のユネスコエ

コパークのブランドや認証を使うことができます。 

1. 地理的にユネスコエコパークの域内及び/または周辺地域で製造されている商

品が対象。ただし、商品の加工と包装は必ずユネスコエコパークの域内で行わ

れなければならない。 

2. 商品は製造、使用、廃棄の全ての段階において環境を害してはいけない（つま

り全ての商品は環境に優しいものでなければならない）。 

3. 商品は管轄の地方自治体が発行する製造許可書に従って製造されなければな

らない。 

4. 商品は既存の品質基準を満たさなければならない。地元の零細・小企業が生産

する商品に関しては、当該産業・貿易・農業機関の品質基準を満たさなければ

ならない。また、中・大企業が生産する商品は、インドネシア国家規格（SNI）

を満たさなければならない。 

5. 商品は標準の包装を使用する。 

6. 持続可能で、長期的な発展が可能なものでなければならない。 

 

出典： 

UNESCO, Indonesia Country Report 2016-2017 

Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Branding Guidelines for Products from Indonesian 



 

 

Biosphere Reserves, 2016 

 

 

 

囲み 9：カットバユネスコエコパークの多様なステークホルダー 

 

カットバユネスコエコパーク、ベトナム 

http://catba.net.vn/introduction-to-management/?lang=en 

カットバユネスコエコパーク（CBBR）は 2004 年にユネスコエコパー

クに認定され、2011 年にエコな商品とサービスのための地域公式品質

認証とロゴを作りました。ユネスコ MAB 計画から技術支援を受けな

がら、ハイフォン市の文化スポーツ観光省が立ち上げた当制度は、

CBBR のロゴがついた幅広い種類のプレミアム「グリーン」消費財と

サービスを作り、地域の観光産業と商品サプライチェーン全体において「開発のための環境

保全、環境保全のための開発」の原則を強化することを目的としています（UNESCO, 2011）。 

 

認証制度を作ることで、地元住民のための雇用を創出し、地元コミュニティが地域に対して

誇りを持つことによって付加価値を生み出し、社会的一体性を育むことを目指しました。認

証は、環境保全やグリーン経済開発と社会起業の価値観を促進する地元の企業にとって特に

有益でした（ASC, 2016）。 

 

2018 年までに 25 社の地元企業が CBBR の認証を得ました。安全と衛生基準、地元経済への

貢献度とコミュニティ開発への支援、地域の景観と文化的価値観の維持及び国家の産業基準

の順守など、企業の環境実績の評価を基に認証が与えられます。魚醤や蜂蜜から遊覧船やボ

ートツアー、観光客向け繁華街や観光施設（例：ホテル、リゾート、レストラン）まで、CBBR

認証を受けている製品やサービスは幅広い産業に及びます。エコツーリズを実践している 2

つのコミュニティビジネス、フーロング村にある「マングローブ・コミュニティ・エコツーリ

ズム（Mangrove Community-Ecotourism）」と「チャン・チャウ・ケーブ・カフェ（Tran Chau 

Cave Café）」にも CBBR 認証が与えられました。 

 

http://catba.net.vn/introduction-to-management/?lang=en


 

 

 

図 6：カットバ島のプリンセスホテルで展示されている CBBR 認証 

 

認証を得ている企業は、ニュースやメディアへの露出の他にウェブサイト上の PR 支援も活

用することができます。CBBR の長官 Lê Thanh Tuyên 氏曰く、人々は認証が付いていない商

品よりも認証が付いている商品を好みます。さらに、認証を得ている地元の企業は、認証の恩

恵としてユネスコエコパークの世界ネットワークを通じて、国内外のユネスコエコパークパ

ートナーや市場ともつながることができます。 

認証を所有しているカットバユネスコエコパークの管理委員会がその適用をモニタリング

し、毎年更新を行なっています。 

ユネスコエコパークの管理委員会の会長はハイフォン市の人民委員会の副会長が務め、3 人

の副会長を農業・農村開発省と文化スポーツ観光省の各ディレクターとカットハイ県民委員

会の会長が務めています。 

  

その他に、管理委員会には前述の 2 つの省の代表に加え企画、投資、財務、科学技術、自然資

源と環境、建設、外務を扱ういくつかの関連機関や省、及び海洋環境資源研究所（IMER）と

カットバユネスコエコパークの代表が参加しています（Tanaka, 2018）。 

  

認証を使用している企業はユネスコエコパーク認証企業組合を作り企業間の調整を行なって

います。将来的に CBBR 認証のモニタリングと検証プロセスにも同組合が参加するための調

査も現在行われています。 

 

出典：. Lê Thanh Tuyên 氏との E メールインタビュー（2018 年 2 月 6 日） 

 

 

 



 

 

囲み 10：チボダスユネスコエコパークにおける持続可能な開発のための地方自治体による支援 

 

チボダスユネスコエコパーク、インドネシア 

https://www.gedepangrango.org/ 

インドネシアの西ジャワ州に位置するチボダスユネスコエコパーク

は、1977 年にユネスコエコパークに認定され、グヌン・グデ・パンラ

ンゴ国立公園（GGPNP）当局が単独で管理していました。2012 年に

ユネスコエコパークの移行地域が拡張され、ユネスコエコパークの管

理業務は西ジャワ知事によって発令された法令に沿って 2010 年に設

立された「チボダスユネスコエコパークフォーラム」と呼ばれる機関に移行されました。州知

事の法令は地方自治体にフォーラムの事務局を担う権限を与えました。フォーラムには政府

の役人（GGPNP 及びチボダス植物園の職員）、州政府および地方自治体の公務員の他に大学、

NGO、地元コミュニティの代表者が参加しています。 

 

その役割の一環として、チボダスユネスコエコパークフォーラムは、ユネスコエコパークの

「核心地域」、「緩衝地域」、「移行地域」で行われる全ての活動のための経営管理指針を提供す

る統合的な管理計画を確立しました。その他、フォーラムはブランディングやエコツーリズ

ムを通した地域住民のための持続可能な暮らしの創造も促進しています。 

フォーラムは農産物及びエコツーリズム向け宿泊施設を対象としたエコラベル制度を導入し

ました。提供している製品・サービスが以下の全ての基準を満たしている農家及びエコツー

リズムサービスの提供者は、チボダスユネスコエコパークのロゴを無料で使うことができま

す。 

1. ラベル使用の申請をチボダスユネスコエコパークフォーラムに提出している。 

2. チボダスユネスコエコパーク内で製品・サービスを製造・提供している。 

3. コミュニティ開発と地域経済を支援するため、全従業員の 5 割以上を地元住民

が占めている。 

4. 全ての農法やエコツーリズム活動が環境に優しいものである。 

5. ユネスコエコパーク内で行っている全ての活動は環境保全と環境教育を促進

している。 

6. すでに他の機関から認証を受けている場合、その認証が優先される。例えば地

域の通商産業庁が発行する認証、オーガニック認証もしくはウラマー評議会

（MUI）が発行するハラール認証がその例である。 

https://www.gedepangrango.org/


 

 

7. 全ての製品・サービスはチボダスユネスコエコパークフォーラムによってモニ

タリング・検証されている。 

 

現在、いくつかの製品やサービスがチボダスエコラベルを使っています。例えばマンディリ

（Mandiri）・ファーミング・グループが生産するオーガニック野菜、カルティニ（Kartini）家

内工業が製造するオーガニック石鹸やインドゥン・ニャリンドゥン（Indung Nyalindung）家

内工業のインスタント麺が含まれます。その他にもユネスコエコパークのブランドは、環境

に優しいゲストハウスとサンガブアナ（Sangga Buana）・リゾート・コンベンションホテル

を営み、環境保全の厳しい方針に従っているエーデルワイス・コーポラティブ（Edelweiss 

Cooperative）にも与えられています。 

 

出典：. Ade Bagja Hidayat 氏とのインタビュー及び Tanaka 博士によるチボダスユネスコエ

コパーク現地視察の知見（2018 年 1 月 22 日〜25 日） 

 

 

3.6 資金 

ユネスコエコパークのエコラベルのための資金源は、（地方）政府、NGO またはその他ユネスコ

エコパーク内で収入を得ている団体や企業など、いくつか存在します。ユネスコエコパークデス

ティネーション認証の場合、資金は主にロゴを作成しラベルを広めるためのマーケティング戦

略を開発するために必要となります。しかし、ユネスコエコパーク品質認証の場合は、ラベルを

使っている製品及び/またはサービスの品質を継続的に保証するためのしっかりとした検証とモ

ニタリング評価制度を確立するためにさらに資金が必要となります。 

 

Horne（2009）が行ったエコラベルに関する調査では、自己資金を使った任意のエコラベル制度

の手続きが不十分だったり遅かったりしたことによって評判が下がった事例について紹介して

います。これを踏まえると、エコラベルを発表する前に十分な資金予算を確保し、年会費、政府

または NGO からの資金援助、もしくはその他にユネスコエコパークの収入源となる関連のある

活動を含めて、数年先までの継続的な運営資金の調達先を確認することが重要です。 

 

新しい認証の宣伝とマーケティングのためにはかなりの資金が必要になる他、店頭に並んでい

る商品の表示内容だけでは認証に関する全ての情報を伝えることができないというビジビリテ



 

 

ィの低さを補うためにも資金が必要であることが、国際的に知られているドイツの専門資格認

証ブルーエンジェルの経験から分かっています。ブルーエンジェルの場合、ジャーナリストが無

料でラベルについてメディアで取り上げたり、共同 PR 活動を行ったりしたことの効果がありま

した（Muller, 2002）。 

 

表 6 では 3 つ認証分類それぞれに必要な資金及び会費から資金を調達できる可能性を示してい

ます。ここでは「会員」とはエコラベル使用に必要な許可を受けた企業のことを指しています。 

 

表 6：認証のレベル別の費用と会費 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

必要な資金 

･ユネスコエコパークデス

ティネーション認証を作る

ために必要な立ち上げ資金 

･ユネスコエコパークの広

報や認知度を上げるための

マーケティングに必要とさ

れうる追加費用 

 

•ユネスコエコパーク品質認証

を作るために必要な立ち上げ

資金 

•ユネスコエコパークの製品や

サービスの宣伝費用 

•検証費用のための予算 

•認証製品やサービスの品質を

保証するためのモニタリング

評価に必要とされる予算 

  

 

以下は専門資格認証に加え、

ユネスコエコパークデスティ

ネーション認証またはユネス

コエコパーク品質認証のため

に並行して必要な資金であ

る。 

•ユネスコエコパークデステ

ィネーション認証またはユネ

スコエコパーク品質認証を作

るために必要な立ち上げ資金 

•ユネスコエコパークの製品

やサービスの宣伝費用 

•製品やサービスの品質を保

証するためのモニタリング評

価の予算 

•パートナーシップ制度が確

立された場合に発生しうるコ

ーディネーション費用 

 

会員制度と会費 



 

 

会費は適用されない。 会員制度には再査定・再評価を

基にした定期的な更新を含む

べきである。 

ユネスコエコパークの管理者

はユネスコエコパーク品質認

証使用に会費を設けるか否か

選択することができる。会費が

設けられた場合、認証の適用と

更新費用は企業のプロフィー

ル、収入と規模に沿っているこ

とが望まれる。 

いかなる会費制度は適用され

ている各専門資格プログラム

に沿う必要がある。専門資格

の継続会員である期間、企業

や団体はユネスコエコパーク

デスティネーション認証また

はユネスコエコパーク品質認

証の使用申請もすることがで

きる。 

 

 

3.7 ロゴの使用 

ユネスコエコパークのエコラベルに利用されるロゴは、それぞれのメッセージやイメージを伝

えるために個々のユネスコエコパークが独自にデザインします。ユネスコエコパークが作成し

たロゴが正しく使われるための取扱書を作り、提供することが望まれます。表 7 ではロゴの分

類ごとの利用条件及びロゴの使用に関して推奨される一般的な方針を紹介しています。 

 

表 7：ロゴの利用条件と推奨される一般的な使用方針 

レベル 1：ユネスコエコパー

クデスティネーション認証 

レベル 2：ユネスコエコパーク 

品質認証 

レベル 3：専門資格認証 

ロゴの使用条件 

認証の許可は全ての製品や

サービスに与えられ、最低

限の条件もしくは無条件の

承認手続きがある場合があ

る。ロゴの使用期間は規制

される場合もあれば、され

ない場合もある。 

認証の許可はユネスコエコパー

クの管理者が一定の要件を満た

していると判断した特定の製品

やサービスに、ある一定期間与

えられる。ロゴの使用期間は再

評価の後に更新される場合があ

る。 

認証の許可は専門資格の機

関が定めた期間、特定の製

品やサービスに与えられ

る。したがって全ての諸条

件はそれぞれの専門資格の

機関による。 

推奨される一般的な使用方針 

•ロゴは鮮明に表示され、商品の大きさに合わせて寸法を調整する必要があります。ロゴが大



 

 

きすぎたり、商品の情報を隠したりしてはいけません。 

•ユネスコエコパークの管理者が指定する公式デザインと異なる形でロゴを修正することは禁

止されています。使用者はロゴの公式カラー、文字、画像以外は使用できません。 

•種類、個数、材料などの商品の特徴や仕様は明記し、商品の包装上に正しく表示されなけれ

ばなりません。 

•ユネスコエコパークのロゴに写真や文字を重ねてはいけません。 

•ユネスコエコパークのロゴは認められた商品の他に関連の販売促進資料にも使うことができ

ます。 

•消費者の誤解を招くようなロゴ配置をしてはいけません。EU エコラベルが紹介する例には、

「中の石鹸に EU エコラベルが付いていることを示したい場合は、EU エコラベルのロゴが付

いたシールを常設の石鹸ディスペンサーには貼らないでください。EU エコラベルの詰め替え

用石鹸パッケージにはロゴとライセンス番号が記載されていますので、パッケージが入る透

明の石鹸ディスペンサーを設置することによって、EU エコラベルの石鹸であることを示すこ

とができます。」といったものがあります 

•ユネスコ及び MAB 計画は、認証制度に関するグローバルな方針を制定しておらず、さらに

商業目的に使われることを想定していないため、ユネスコ及び、「人間と生物圏」(MAB)のロ

ゴを認証制度と併記してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以下はジョージア湾ユネスコエコパークのブランド・ガイドラインから抜粋したロゴ使用の事

例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典: GBBR, n.d.) 

図 7：ジョージア湾ユネスコエコパークのブランドガイドラインの事例 

 



 

 

 

 

 

 

 

(出典: GBBR, n.d.) 

図 7（続）：ジョージア湾ユネスコエコパークのブランドガイドラインの事例 



 

 

4.0 ユネスコエコパークでのエコツーリズムのためのエコラベル 

近年、グローバル観光産業は急成長しています。2016 年には「旅行」と「観光」は、合わせて

世界経済に 2 兆 3000 億米ドル貢献し、世界中で 1 億 900 万件の新しい雇用を創出しました。

間接的な経済効果を見ると、世界経済に 7 兆 6000 億米ドル貢献し、2 億 9200 万件の雇用を支

えました。これはそれぞれ世界の国内総生産 GDP の 10.2％、世界中の全雇用の 1 割に値します

（World Travel and Tourism Council, 2017）。 

 

アジア太平洋地域では 2005 年から 2015 年までの間に観光産業の成長が、年間成長率の国際平

均 4％を上回り、世界トップの平均 6%を記録しました。2015 年にはアジア太平洋地域のインバ

ウンド客数は 6％増加しました。これは前年度に比べてインバウンド客数が 1500 万人増えたこ

とを意味し、連続して 6 年目の堅調な成長となりました（World Tourism Organization, 2016）。 

 

観光産業は、特に輸出分野で経済セクターのシェアを拡大させたと共に気候変動にも加担して

います。例えば、宿泊施設の拡大に伴うエネルギーや水の消費量の増加があります。これは多大

な労力と経済的投資を要する、より環境に優しいアプローチにシフトをする必要があることを

意味しています。より持続可能になろうとする観光事業の取り組みをさらに充実させるための

最も費用対効果の高い手段の一つは、エコラベルを与えることです（Orloczki, 2012）。 

 

過去 30 年間以上に亘り観光産業において使われてきたエコラベル認証は、理論上、持続可能な

プラクティスを取り入れようとする際に同産業の供給先を支援します（Mihalic, 2000, in 

Karlsson and Dolnicar, 2015）。同産業内の既存の環境基準を改善することで自然資本を保護す

るための試みです（Sasidharan et al., 2001）。観光業の提供各社がエコラベル認証制度への参加

を選択する理由はいくつか特定されており、環境保護への関心や近隣コミュニティとの関係改

善の他には、より広範囲に及ぶ PR 的な効果などがあります（Bohdanowicz, 2006; Kirk, 1998; 

Rowe & Higham, 2007, in Karlsson and Dolnicar, 2015）。 

 

発展途上国では、壊れやすい生態系の中や周辺に観光地ができることがよくあります（Butler, 

1990）。効果的で実体のあるマネージメント戦略を導入することで、環境パフォーマンスを上げ

るよう政府から圧力を受けている発展途上国の観光関連事業からは、エコラベル認証は非常に

珍重されるでしょう（Zhang, et al., 1999）。しかしエコラベルを得るには高額な費用がかかるこ

とが通常です。 



 

 

エコラベルを得るための高額費用を観光産業の提供各社は懸念しています（Bramwell and 

Alletorp, 2001, in Karlsson and Dolnicar, 2015）。特に小規模の事業にとっては難問です（Bramwell 

and Alletorp, 2001, in Karlsson and Dolnicar, 2015）。したがってエコラベル認証制度は、様々な

規模の事業を巻き込み、個々のステークホルダーの関心や能力を考慮することで業界内の全企

業の参加を可能にすることが推奨されています。 

   

観光業界全体を通して、エコラベルはホテル・リゾート・マリーナ、旅行会社、ツアーオペレー

ター、陸運・水運業、航空会社など、様々な異なる業種の観光事業に適用できます。特定の観光

地やその天然資源の環境健全性も認証できるよう、エコラベルの使用範囲を拡大することもで

きます（UNEP, 1998; Mihalic, 2000, in Sasidharan et al., 2002）。西エストニア諸島ユネスコエ

コパークでは、毎年開催されるフォーク・ミュージック・フェスティバルやマラソンをはじめと

するイベントやお祭りにラベルが適用されています。 

 



 

 

Davis (1997) in Sasidharan et al.,(2002)は、図 8 に示されているように、観光関連エコラベル証

を 6 つの段階に分けました。 

 

図 8：観光事業のエコラベル認証プロセスの 6 段階 

 

観光産業のエコラベル認証制度によると、観光事業の全ライフサイクルで発生する環境への負

荷を審査する必要があります。しかし、観光事業では多数の異なる資源に頼っていることを考慮

すると、観光事業によって発生する環境への負荷全体の規模、大きさと幅を見極めるためのライ

フ・サイクル・アセスメントを適用することは難しいでしょう。したがって、エコラベル認証当

局はライフ・サイクル・アセスメントの影響評価や改善分析を実施する前に、同産業のいくつか

のステークホルダーによる環境への負荷全体（規模や大きさを含めて）を十分に把握する必要が

あります（Sasidharan et al., 2002）。 

 



 

 

観光サービス関連のライフサイクルは、製品のライフサイクルと異なります。そのため、ある特

定の種類のサービスによる環境への負荷を述べるのは非常に難しいことです。しかし、EU エコ

ラベル（または EU Flower）認証制度など、いくつかの国際認証は観光サービスに適用する基準

や規格を定めることに成功しています（Ryglova, 2007）。 

 

Karlsson and Dolnicar (2015)によると、エコ認証や、それが自らの消費活動にどのような影響を

与えるのかについて、純粋に関心がある消費者は、少数派ですが、存在します。同様に Sasidharan 

et al., (2001)によると、国際的に認められている認証の取得や宣伝は、発展途上国の観光事業に

とって、購買力のある環境意識の高い西洋観光客に向けて自社のサービスを売り込むためのツ

ールになり得ます。 

 

エコツーリズムは、平均より環境に対する意識が高く、持続可能な方法で作られた製品やサービ

スを購入したいと考える観光客を寄せつけます。地元の購買力が低い発展途上国では、エコツー

リストの台頭は地域のエコな製品やサービスのための新市場を開拓します。 

 

エチオピアのタナ湖ユネスコエコパークで実施されたインタビューの中で、地域の商品に対す

る誇りはあるが、自分たちの購買力が低いと、地元住民は話していました。したがって、エコラ

ベルのついたユネスコエコパークの商品は、環境に優しい商品を買う意志と資力のある観光客

や、近くの首都の住民向けに主に売られています。同様にドイツのレーンユネスコエコパークの

管理者によると、特に地元の観光客向けマーケットが営業している時期には、エコラベルは地域

の中小企業を支える力となっています。 

 

次に続く数ページでは、エコツーリズム向けエコラベル認証制度のケース・スタディーを 3 件

紹介しています。最初のケース・スタディー（囲み 11）は、カナリア諸島のラ・パルマユネス

コエコパークで実施された観光関連エコラベルを事例に、エコラベルが持続可能で責任ある観

光を推進するために活用できることを紹介しています。囲み 12 では、韓国のシナンダドヘ(新安

多島海)ユネスコエコパークを事例に、ユネスコエコパークの BIORE エコラベルを地域のエコ

ツーリズムと関連付けることに成功したことを紹介しています。最後には、囲み 13 で、フィリ

ピンのパラワンユネスコエコパークを事例に、発展途上国においてエコツーリズムが人々の雇

用や暮らしを支えていることを紹介しています。 

 

 



 

 

囲み 11：ラ・パルマユネスコエコパークでのエコツーリズム認証 

 

ラ・パルマユネスコエコパーク、スペイン 

http://www.lapalmabiosfera.es/en/biosfera 

グリーン経済プログラムの一環として、ラ・パルマユネスコエコパークブ

ランドは 3 つの分野を扱う 3 通りのラベルを提供しています：責任ある観

光、品質認証、持続可能な企業 

 

責任ある観光ラベルは幅広いステークホルダーを巻き込なが

ら、環境に優しい観光地の提供を目指しています。つまり地

域の環境破壊を減らすことに貢献するだけでなく、天然資源

のより効率的な利用を推進し、雇用を創出し、地元住民の生

活を守ることで地域の経済成長の原動力となります。 

 

責任ある観光ラベルを申請するための要件は以下などです。 

•高品質な観光を推進する 

高品質な観光サービスは、観光客の満足度を高めるために最も重要な要素の一つです。した

がって、ラ・パルマユネスコエコパークは観光施設、設備、資源から形成されるその幅広い観

光関連商品の全てにおいて卓越していることを要求します。 

•さまざまなテーマ性のある観光 

観光客にとって主要な魅力となり、リピート率を上げるのは、幅広い種類の宿泊施設や商品

の提供です。 

•管理の行き届いた観光資源 

観光サービスの品質を高く保つには、常に安全性を保証すると同時に、観光地と資源を高い

基準に基づいて保全、管理することが不可欠です。 

 

ラ・パルマユネスコエコパークは専門の観光サービス提供各社と密接に協力をしながら、持

続可能で責任ある観光を支えるための幅広い種類のアプローチを共に提案してきました。ス

ペインでは、持続可能な開発の観点から天然遺産を鑑賞、見学することを推進する「スペイン

観光計画ホライゾン 2020」の一環でユネスコエコパークの全ネットワークおよび他の観光地

でも使える、観光関連の「商品クラブ」のための新しいブランドを導入しました。「ホライゾ

ン 2020」イニシアチブの主要な目的の一つは、国際市場における地元企業の競争力を高める

http://www.lapalmabiosfera.es/en/biosfera


 

 

ことです。 

 

ラ・パルマ島の中で行われる経済活動の負の影響を回避するために、Responsible Tourism 

Institute (RTI - 責任ある観光協会）と国連世界観光機関（UNWTO）と共同で、同ユネスコエ

コパークは観光セクターのための一連のサステナビリティ戦略を策定しました

（ Lapalmabiosfera, 2014b）。 

例えば、事業の一環として廃棄物の分別や省エネを実践するなどして、社会的及び/または環

境的に責任ある事業を営んでいる地元企業や営利団体は、環境に優しい「Empresa Amiga」ラ

ベルを使うことができます。 

 

ラ・パルマユネスコエコパークの責任ある観光ラベルは、専門資格機関とのパートナーシッ

プを未だ確保していません。しかし、ラベルは製品やサービスの由来及び/または品質を保証

する第三者の認定を認めています。例えば、DOP ラベル（Denominación de Origen Protegida 

- 原産地保護指定制度) がその一例です。 

 

DOP ラベルまたは第三者提供の別のエコラベルを使っている生産者や事業がラ・パルマユネ

スコエコパークの認証を申請した場合は、審査に合格する確率が高くなります。さらに第三

者による認証およびラ・パルマの認証を両方持っている生産者や企業は、第三者による認証

費用のための助成金を申請することができます。 

  

出典： Carolina De León García 氏との e メールインタビュー（2018 年 2 月 2 日、10 月 22

日、2019 年 2 月 2 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

囲み 12：シナンダドヘ(新安多島海)ユネスコエコパークでのエコツーリズム認証 

 

シナンダドヘ(新安多島海)ユネスコエコパーク、韓国 

http://www.shinan.go.kr/  

シナンダドヘ(新安多島海)ユネスコエコパークのエコラベル制度はエ

コツーリズムも含みます。新安郡の地方自治体はユネスコエコパーク

のBIOREラベルがエコツーリズムに使われることを全面的に支持して

いるため、ラベルの付いたエコツーリズムの観光地はエコツーリズム

のパッケージツアーの中に含まれる他、道路標識や案内板でも宣伝さ

れます。 

新安郡の地方自治体は、地域のホテルやリゾートでユネスコエコパークの商品の宣伝を行う

ことによって BIORE エコラベルを支援することを確約しています。SDBR 内にエコラベルの

付いた商品を販売している専用のお土産店もあります。 

 

 

 

©Shinan County 

図 9：BIORE ラベルの付いたエコツーリズムの観光地を宣伝する標識と案内板 

 

ユネスコエコパークのエコツーリズムの全てのパッケージツアーに、お土産店への訪問が含

まれています。2 種類のツアー（1 泊 2 日のものと 2 泊 3 日のもの）が提供されています。ど

ちらもソウルからの移動、宿泊、ツアー、3 食の全てを含めた価格で販売されています。エコ

ツーリズムプログラムは、新安郡の地方自治体から必要な許可を得た地元の NGO によって

作られました。ツアーサービスの提供に携わる従業員は全員、地元住民です。SDBR のエコ

ラベルを立ち上げる際に長時間の準備期間を設けたおかげで、地域のエコツーリズムとエコ

ラベルの間に強いつながりを作ることができました。ラベルの開発時に、ユネスコエコパー

クの管理者は 5 年間をかけて関係する全てのステークホルダーと話し合いながら調整を行っ

http://www.shinan.go.kr/


 

 

た上でエコラベルの最終的な規定を発表しました。 

  

論理的な知識ではなく、主に地元の経験を基にしたラベルの基準作りをするために、準備期

間中ユネスコエコパークの管理者は地元住民とできる限り頻繁に会いました。SDBR のエコ

ラベル制度を確立する際にこのようなボトム・アップ的な方法を取り入れたことによって、

地元住民がその実施にも積極的に参加し、その成功から地元の収入と経済全体を底上げする

ことに貢献しました。 

出典：Kyong-O Moon 氏とのインタビュー（2018 年 3 月 3 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

囲み 13：パラワンユネスコエコパークでのエコツーリズム認証 

 

パラワンユネスコエコパーク、フィリピン 

http://palawanbr.pcsd.gov.ph/ 

 

フィリピンのパラワンユネスコエコパークは、面積が 120 万ヘクタール

近くある群島から成るパラワン州のほぼ全体に及びます。 

 

 

 

図 10：ユネスコエコパークのウェブサイトで紹介されているいくつかの観光の見所 

 

 2016 年に実施されたユネスコの調査では、エコツーリズム関連の新しい雇用がどのように

して創出され、管理されているのか、またパラワンユネスコエコパーク内で暮らすホスト・コ

ミュニティにとっての利点について調べました。同調査ではパラワン州都プエルト・プリン

セサにある 6 つのエコツーリズムの観光地について調べ、地元住民が起業家やサービス提供

者または従業員として、直接及び間接的にエコツーリズムから利益を得ていることが分かり

ました（Pontillas, Leon, & Fuentes, 2016）。 

 

http://palawanbr.pcsd.gov.ph/


 

 

さらに、研究の対象となった観光地、特にプエルト・プリンセサ地下河川ツアーにて、持続可

能な（新）製品・サービスのためのニッチ市場の創出または開発がなされていたことが判明し

ました。同見学ツアーはパラワンユネスコエコパーク特有であり、自然やエコツーリズムを

目的とした観光市場全体のニーズに応える主要な見所となりました（Pontillas, Leon, & 

Fuentes, 2016）。プエルト・プリンセサ地下河川が、ユネスコ世界遺産に登録されているプエ

ルト・プリンセサ地下河川国立公園の中に位置していることは特筆すべき点です。 

  

以下の写真では、1971 年プエルト・プリンセサ地下河川国立公園のロゴ（左）とプエルト・

プリンセサ州都のロゴ（右）が観光案内板に掲載されています。 

 

 

 

5.0 まとめ 

それぞれのケース・スタディーの情報から、アジア太平洋地域のユネスコエコパークでエコラベ

ル認証制度を開発するにはいくつかの課題があり、確立されるまで数年間かかることが多とい

う結論に達し得ます。さらに、エコラベル認証制度を開発し実施するために必要な能力及び/ま

たは資源が不足しているユネスコエコパークもあります。しかし、このような課題があるにもか

かわらず、エコラベル認証はユネスコエコパーク自体及びユネスコエコパーク内外に住む近隣

コミュニティにとって多くの利点があり、環境の持続可能性を高めると同時に、地域経済と社会

発展を促し、持続可能な開発モデルとしてのユネスコエコパークの役割を強化します。 

 

本書はエコラベル認証制度の導入から得られるいくつかの利点について調査しました。これら

の利点には以下があります。 

 



 

 

•生産者とサービス提供者にとっての利点 

エコラベルは環境の持続可能性を保護し高めながら、高品質な製品やサービスの提供にこだわ

っていることを証明し、地域の生産者やサービス提供者のイメージ向上につながります。さらに、

生産者やサービス提供者はエコラベル認証制度を通して、例えば、合同マーケティングという形

態や事業の成長を手助けする強力なネットワークを提供できるプラットフォームの形成などと

いった、さまざまな支援を得ることができます。 

•ユネスコエコパークにとっての利点 

エコラベルは潜在的な観光客を含めた、ユネスコエコパーク内や近隣、そしてさらに広くユネス

コエコパークの外の幅広いターゲット・オーディエンスに向けてユネスコエコパークの価値や

大切にしている信条を伝えることで、そのビジビリティを高めます。よく知られているラベルの

ついた製品やサービスは必然的にユネスコエコパークの宣伝をすると同時に、エコラベル認証

制度は地元の暮らしを支え、地域経済を強化します。きちんと開発されたエコラベル認証制度は

ユネスコエコパークの資源がより良くモニタリングされ、より責任ある方法で活用されること

にもつながります。 

•消費者にとっての利点 

エコラベルがあることによって消費者は環境に優しい製品やサービスを選ぶことができます。

また、情報がきちんと与えられた環境で選択する権利が消費者にあるという考えを強調します。

エコラベルは、ユネスコエコパークについて、製品やサービスの由来について、そして環境保護

と持続可能性の重要性についての消費者の認識を高める効果もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

本書では、ユネスコエコパークの管理者がそれぞれのニーズと能力に最適な認証を選べるよう、

3 種類の認証制度について紹介しました。制度は 3 つのレベルに分けて紹介されました：（1）ユ

ネスコエコパークデスティネーション認証（2）ユネスコエコパーク品質認証（3）専門資格認証 

 

•レベル 1 のデスティネーション認証は、資源が限られているが、ビジビリティを増し、ユネス

コエコパークに対する人々の認識を高めたいと考えているユネスコエコパークに向いています。 

•レベル 2 の品質認証は、それぞれのユネスコエコパーク関連の環境に優しい地域の製品やサー

ビスの販売促進を目指しているユネスコエコパークに向いています。 

•レベル 3 の専門資格認証は、第三者の専門資格機関によって検証される環境に優しい製品やサ

ービスの販売促進を目指しているユネスコエコパークを主として対象としています。同制度は

外部機関のロゴを通して、直接の地理的境界を超え広範囲に亘りユネスコエコパークのビジビ

リティを高めます。 

 

エコラベル認証制度の優良事例に関する本書が示すように、エコラベルはユネスコエコパーク

内で調達、生産、提供される幅広い製品やサービスに適用することができます。認証された製品

に関しては、次の分類のいずれかに当てはまる品物がラベルの対象となります：農園芸、漁業、

加工食品、手工芸品、飲食品。サービスに関しては、エコラベルは宿泊施設、交通の他に、デス

ティネーション・マネジメント、旅行会社、現地ガイド、観光客向けアクティビティーを含めた

ツーリズム・マネジメントに適用することができます。分類の多様性やそれぞれの製品やサービ

スには異なる基準や規格が付随することを考慮して、ユネスコエコパークの管理者には、エコラ

ベル認証制度を作る際には、最初に限定数の製品やサービスを対象にパイロット・プロジェクト

を行うことが推奨されています。その後、認証制度が完全に確立された後に、他の製品やサービ

スを追加できます。 

 

きちんとした管理と法律の制定の他に、関係するステークホルダーからの強力な支援があれば、

エコラベルは、地域の社会経済の開発を強化しながらも、環境の持続可能性を推進し、高めるた

私のユネスコエコパークに最適

なラベルはどれ？ 



 

 

めの効果的なツールになります。さらに、あるユネスコエコパークがより知られるようになると、

関連の製品やサービスのビジビリティも高まり、これはユネスコエコパークとステークホルダ

ーお互いにとって有益なことです。 

 

「ユネスコエコパークは常に事業を裏で支えている人を意識することが大切です。これは小規

模の家業的な事業の場合に特に重要になります。良い関係を保つための鍵は、話を聞き、学び、

調整をし、事業がうまく進み、必要なツールが揃っているかどうか確認するために常に連絡を取

り合うことです。したがって、実際に企業を訪問し、企業のために時間を費やす専任のスタッフ

が必要です。認証の世界では、量よりも質が重要です」。 

（Carolina De León García 氏、ラ・パルマユネスコエコパーク、2018 年） 

  

「多くの場合、新しいユネスコエコパークはエコラベルを短期間で確立したいと考えます。しか

し、ユネスコエコパークの認証制度を作り上げるには多くの時間と労力が必要です。策定に 5 年

から 10 年かかることがあります。認証の基準は学術的で論理的な知識ではなく、土着の知恵を

基に作られるべきなので、ユネスコエコパークの管理者はできる限り頻繁に地元住民と面会す

る必要があります。制度を作り上げるプロセスをボトム・アップなものにすることによって地元

住民から受け入れられ易くなります。地元住民にとっては収入に直接関係していることから、認

証制度はデリケートな問題であることを留意する必要があります」。 

 (Kyong-O Moon 氏、新安多島海ユネスコエコパーク、2018 年) 
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